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節
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略
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導

入

部

噺
　
本
研
究
の
意
図
と
構
成

　
西
ド
イ
ソ
（
ド
イ
ソ
連
邦
共
和
国
）
に
お
け
る
〃
行
政
国
家
”
の
現
象
を
憲
法
学
的
に
究
明
す
る
の
が
以
下
の
論
稿
の
口
的
で
あ
る
。

　
全
体
は
二
部
に
分
か
た
れ
、
ま
ず
第
一
部
は
、
行
政
国
家
的
現
実
の
実
証
と
解
明
に
充
て
ら
れ
る
。
筆
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
続

く
第
二
部
の
基
礎
た
ら
し
め
る
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
も
独
立
の
論
究
た
る
意
味
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
部
で
は
、

第
一
部
の
基
礎
研
究
に
立
脚
し
て
、
行
政
国
家
を
め
ぐ
る
憲
法
的
諸
問
題
が
指
摘
さ
れ
検
討
さ
れ
る
。
硯
代
憲
法
規
範
は
憲
法
現
実
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

緊
張
関
係
を
外
に
し
て
は
把
握
で
き
な
い
。
こ
の
憲
法
現
実
の
重
大
な
一
側
而
た
る
行
政
学
家
現
象
を
憲
法
規
籟
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う

に
受
け
と
め
る
か
、
　
　
－
解
釈
論
的
。
立
法
論
的
に
多
角
的
考
察
が
加
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
西
ド
イ
ソ
は
、
現
代
に
お
い
て
行
政
国
家
へ
の
強
い
指
向
を
示
し
つ
つ
あ
る
代
表
的
国
家
の
一
つ
で
あ
り
、
し
か
も
歴
史
的
・
社
会
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
わ
が
国
と
少
な
か
ら
ぬ
相
対
的
近
似
性
を
有
す
る
。
こ
こ
に
、
行
政
国
家
に
関
す
る
比
較
研
究
の
対
象
と
し
て
ま
ず
こ
の
悶
を
取
り
上

げ
る
所
以
が
あ
る
。
筆
者
の
企
図
す
る
行
政
国
家
の
憲
法
理
論
　
　
行
政
国
家
の
時
代
に
お
け
る
憲
法
の
生
理
学
と
病
理
学
一
i
確
立
へ

の
第
一
着
手
に
ほ
か
な
ら
な
い
。



（
一
）
他
の
側
面
と
し
て
重
要
な
の
は
〃
政
党
国
家
〃
現
象
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
く
岩
波
講
座
現
代
法
第
三
巻
『
現
代
の
立
法
』
所
収

　
の
拙
稿
「
現
代
憲
法
と
政
党
」
で
取
り
上
げ
る
予
定
。

（
二
）
こ
こ
で
、
現
代
国
家
の
理
念
型
に
近
い
も
の
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
逸
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
行
政
，

　
国
家
の
現
実
と
行
政
学
的
閥
題
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
凹
ア
メ
リ
カ
行
政
学
－
学
説
史
的
研
究
』
　
（
昭
和
三
九
年
）
中
に
触
れ
ら
れ
て
い

　
る
Q

二
　
行
政
国
家
の
概
念

ド・イ．ツそ了距父匡箋妻蓼ミ言焔奇（一・一）　（手・、1言㌧）

　
〃
行
政
国
家
”
　
（
＜
臼
≦
9
。
＃
¢
昌
α
q
ω
ψ
鐙
簿
）
　
の
語
義
を
確
定
し
て
お
く
こ
と
が
、
本
研
究
の
予
備
作
業
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
試

　
　
　
　
　
　
（
一
）

み
は
す
で
に
別
選
で
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
論
に
そ
の
後
の
修
正
を
加
え
て
要
説
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
1
　
行
政
国
家
と
は
、
現
代
自
由
民
主
隷
下
に
お
い
て
、
実
効
的
な
略
本
的
政
策
の
形
成
お
よ
び
決
定
が
行
政
権
（
行
政
部
）
　
を
中
心

と
し
て
行
な
わ
れ
る
国
家
類
型
を
指
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
2
　
そ
の
対
立
概
念
は
、
立
法
国
家
（
O
¢
．
露
N
α
Q
①
σ
巷
σ
q
ω
ω
欝
舞
）
、
司
法
国
家
（
言
ω
欝
ω
富
巴
）
お
よ
び
執
政
国
家
（
幻
⑦
α
q
一
興
§
σ
q
ω
ω
富
簿
）

　
　
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
義
で
は
行
政
国
家
に
包
含
さ
れ
る
が
、
広
義
の
行
政
一
執
行
（
＜
。
＝
．
一
。
げ
葺
冒
σ
Q
）
一
中
、
そ
の
全
体

で
あ
る
。
う
ち
執
政
国
家
は
、

的
な
最
高
指
導
を
担
当
す
る
部
門
、
す
な
わ
ち
執
政
権
（
執
政
部
）
　
に
国
家
の
基
本
的
政
策
の
形
成
決
定
機
能
が
集
中
す
る
場
合
と
し
て

区
別
さ
れ
得
る
し
、
ま
た
、
執
政
部
と
狭
義
の
行
政
部
と
は
そ
の
構
成
お
よ
び
機
能
原
理
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
区
別
に
は
実
益

　
　
　
ム
　
　

が
あ
る
。

　
3
　
行
政
国
家
以
下
こ
れ
ら
の
概
念
は
社
会
学
的
に
構
成
さ
れ
る
。
法
規
範
的
次
元
で
の
概
念
規
定
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
規
範
と
現
実
の
乖
離
な
る
現
代
の
問
題
状
況
を
把
握
し
得
な
い
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
学
問
的
に
不
毛
で
あ
る
。
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論説

　
4
　
行
政
裁
判
制
度
の
有
無
を
行
政
国
家
と
司
法
国
家
の
標
識
と
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
わ
が
国
の
通
説
は
、
余
り
に
も
局
限
さ
れ
た

法
律
学
的
・
技
術
的
定
義
で
あ
っ
て
、
行
政
国
家
や
司
法
国
家
と
い
う
一
般
的
命
名
を
正
当
化
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
5
　
行
政
国
家
は
、
統
治
機
構
の
形
式
的
観
点
か
ら
す
る
国
家
類
型
で
あ
っ
て
、
統
治
目
的
を
基
準
と
し
た
“
職
能
国
家
〃
、
　
“
福
祉

国
家
”
、
　
〃
社
会
国
家
”
な
ど
と
は
概
念
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
は
前
者
に
一
致
す
る
こ
と
が
事
実
上
多
い
で
あ
ろ

う
が
、
し
か
し
論
理
必
然
的
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

　
6
　
こ
こ
で
行
政
国
家
と
は
、
権
力
分
立
原
理
に
立
脚
す
る
現
代
自
由
民
主
流
を
前
提
と
し
た
歴
史
的
概
念
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
こ

で
こ
そ
、
そ
れ
は
国
家
体
制
と
の
矛
盾
衝
突
と
い
う
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
闘
題
性
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
行
政
国
家

の
概
念
を
権
力
分
立
、
従
っ
て
現
代
自
由
民
主
政
か
ら
独
立
に
一
般
的
に
定
立
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
不
当
な
普
遍

化
に
よ
り
真
の
問
題
の
所
在
が
見
失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

　
7
　
行
政
を
〃
事
物
の
管
理
”
　
（
＜
①
掃
≦
巴
ε
昌
ぴ
q
〈
魯
Q
D
①
9
窪
）
　
と
し
て
機
能
的
に
政
治
と
の
対
立
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
、
社
会
の

テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
化
に
伴
う
〃
憲
政
国
家
か
ら
行
政
国
家
へ
”
（
〈
。
3
＜
①
瓜
霧
。
。
§
σ
Q
？
§
憂
く
Φ
ヨ
9
＝
暮
。
q
ω
。
。
↓
9
。
讐
）
と
い
う
形
で
行
政
国

家
を
〃
技
術
的
国
家
”
（
尋
三
ω
§
噌
ω
藝
）
と
概
念
す
る
立
場
嘩
事
態
の
本
質
を
見
誤
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
袋
本
制
国

家
の
問
題
状
況
は
、
右
の
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
行
政
が
政
治
を
駆
逐
す
る
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
行
政
機
能
、
従
っ
て
同
時

に
行
政
機
関
が
、
強
度
に
政
治
（
1
1
政
策
形
成
決
定
）
的
性
格
を
帯
び
始
め
て
い
る
こ
と
（
政
治
と
行
政
の
融
合
）
に
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
か

　
　
　
（
六
）

ら
で
あ
る
。

　
8
　
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
概
念
は
現
実
把
握
・
現
実
分
析
の
用
具
で
あ
っ
て
、
価
値
的
な
理
念
で
は
な
い
。

（一

j
拙
稿
「
行
政
国
家
論
序
説
」
　
（
『
法
政
研
究
』
二
九
巻
一
～
三
合
併
号
、
昭
和
三
八
年
、
二
〇
一
頁
以
下
）
。

（
二
）
こ
の
よ
う
に
、
行
政
国
家
は
立
法
国
家
、
司
法
国
家
お
よ
び
執
政
国
家
と
並
ん
で
、
権
力
分
立
国
家
の
亜
型
で
あ
る
。
な
お
、
権
力
分
立
と
権
力
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倖島）ドイツ行政国家論ぐ一）

　
抑
制
の
原
理
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
実
現
さ
れ
た
国
家
類
型
を
、
　
O
琶
葺
Φ
昌
国
口
9
Φ
鼻
。
出
戸
　
国
同
一
畠
国
蓉
冨
導
。
h
め
》
＝
α
q
①
ヨ
Φ
冒
①

　
ω
雷
馨
ω
一
㊦
訂
ρ
ω
●
〉
ロ
ニ
ニ
⑩
㎝
ゴ
ω
・
三
N
h
・
は
〃
法
的
安
定
国
家
〃
　
（
幻
。
。
冥
ω
ω
一
9
①
島
①
算
の
ω
什
僧
ρ
。
酔
）
と
呼
ぶ
。

（
三
）
た
と
え
ば
　
O
・
ロ
・
国
・
内
9
げ
Φ
p
『
。
h
昌
①
・
P
O
・
”
ω
＝
丑
は
、
　
〃
執
政
お
よ
び
行
政
機
関
が
国
家
活
動
に
圧
倒
的
影
響
力
を
及
ぼ
す
国
家
〃

　
を
行
政
国
家
と
指
称
し
て
い
る
。
但
し
、
そ
こ
で
行
政
国
家
が
ま
た
〃
警
察
国
家
〃
　
（
℃
O
一
陣
N
O
一
ω
け
9
0
9
ゆ
辟
）
と
も
命
名
さ
れ
て
い
る
の
は
当
を
得
な

　
い
。
警
察
国
家
と
は
、
国
家
目
的
を
基
準
と
し
た
国
家
の
一
類
型
を
指
す
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
。

（
四
）
前
掲
論
文
で
筆
者
は
、
行
政
国
家
の
対
立
概
念
と
し
て
立
法
国
家
と
司
法
国
家
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
こ
こ
に
執
政
国
家
を
も
加
え
る
。

　
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
す
で
に
幻
Φ
o
q
冨
遷
昌
σ
q
ω
ω
三
碧
を
く
Φ
塊
≦
巴
ε
昌
α
q
の
ω
豪
雨
か
ら
区
別
し
、
具
体
的
な
〃
命
令
〃
が
国
家
の
中
で
決
定
的

　
な
意
味
を
持
ち
、
し
か
も
そ
れ
が
個
人
的
・
権
威
的
で
あ
る
こ
と
に
前
者
の
標
識
を
認
め
た
（
前
掲
拙
稿
二
〇
三
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
区
別
の
基

　
準
は
、
む
し
ろ
機
能
お
よ
び
機
関
構
成
の
差
異
に
因
る
執
政
と
行
政
（
狭
義
）
の
分
化
に
求
む
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
う
で
な
け
わ
ぱ
、
シ
ュ

　
ミ
ッ
ト
流
の
定
義
で
は
、
絶
対
王
政
の
統
治
機
構
を
行
政
国
家
と
別
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
現
代
民
主
政
下
に
お
い
て
大
統
領
や
内
閣
に
政

　
策
形
成
決
定
機
能
が
集
中
す
る
場
合
を
行
政
国
家
か
ら
細
別
し
得
な
い
。

（
五
）
参
照
、
》
；
o
置
閑
α
＃
o
e
①
p
ぎ
昌
Φ
g
。
一
名
一
面
償
ロ
q
9
。
一
一
σ
q
。
ヨ
。
貯
①
＜
①
【
ミ
9
ε
昌
σ
q
”
U
一
①
O
陰
①
”
島
畠
。
＜
葭
毛
9
。
一
二
5
頒
ζ
σ
q
一
N
二
④
①
お

　
ω
ニ
ミ
h
●

（
六
）
故
に
、
行
政
国
家
の
概
念
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
か
の
有
名
な
〃
統
治
か
ら
管
理
へ
〃
の
定
式
と
は
直
接
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
者

　
　
は
階
級
的
抑
圧
機
構
と
し
て
の
国
家
の
死
滅
後
の
未
来
社
会
の
像
と
し
て
、
　
「
人
間
に
対
す
る
統
治
　
（
勾
Φ
α
q
一
臼
飾
σ
q
）
に
代
っ
て
事
物
の
管
理

　
　
（
く
Φ
ヨ
9
。
一
ε
コ
σ
q
＜
3
ω
碧
冨
踵
）
　
と
生
産
過
程
の
指
導
が
現
わ
れ
る
」
と
説
く
も
の
で
あ
り
　
（
穿
一
①
鳥
8
ゴ
国
口
o
q
巴
9
葭
興
「
昌
国
鐸
α
q
Φ
⇔

　
　
U
口
訂
ぎ
ひ
q
。
。
d
ヨ
竃
巴
N
信
コ
σ
q
畠
o
h
ミ
一
ψ
ω
①
口
ω
。
ザ
畦
」
蒔
・
口
口
く
Φ
鼠
鯵
匹
①
詳
Φ
》
段
一
こ
お
D
g
Q
D
●
ω
O
N
）
、
　
そ
こ
で
行
政
国
家
に
つ
い
て
語
る
こ
と

　
　
は
不
可
能
で
あ
る
。
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行
政
国
家
化
の
基
盤

　
人
「
日
、
西
ド
イ
ソ
が
行
政
r
困
家
へ
の
．
不
．
同
劇
的
傾
向
性
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
根
本
的
に
ド
イ
ツ
独
占
資
本
主
義
の

発
展
と
い
う
社
会
経
済
的
要
因
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
遅
れ
て
資
本
主
義
の
歩
み
を
踏
み
出
し
た
ド
イ
ソ
は
、
産
業
革
命
を
機
に
、
十
九
世
紀
後
半
驚
く
べ
き
躍
進

を
と
げ
、
世
紀
の
か
わ
り
日
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
凌
駕
し
て
英
米
資
本
主
義
と
完
全
に
肩
を
並
べ
る
に
至
っ
た
。
事
実
、
鉱
工
業
生
産
は

こ
の
間
一
八
六
〇
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
に
か
け
て
ほ
と
ん
ど
五
倍
の
増
大
を
示
す
。
・
う
ち
、
生
産
財
は
六
倍
強
、
銑
鉄
の
ご
と
き
は
一
六

倍
近
い
激
増
で
あ
・
る
。
か
く
て
ド
イ
ツ
資
本
主
義
は
、
ル
ー
ル
地
方
の
全
石
炭
生
産
の
八
七
、
％
を
集
積
し
た
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
｝
フ
州
ノ
ー

レ
ン
石
炭
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
（
幻
真
日
三
段
7
棄
①
の
鋭
鋒
圃
ω
9
窃
囚
。
三
①
㌣
ω
岩
“
碁
。
・
一
）
　
が
創
設
さ
れ
た
一
八
九
三
年
を
指
標
と
し
て
、
早
く
も

独
占
段
階
に
突
入
す
る
。
た
と
え
ば
電
機
工
業
の
分
野
で
は
、
一
九
〇
四
年
、
ジ
ー
メ
ン
ス
（
腔
。
ヨ
窪
甲
閑
自
、
．
．
誰
）
と
ア
i
。
エ
ー
・
ゲ

i
（
》
．
団
γ
　
O
・
1
国
O
昌
N
O
同
5
）
　
両
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
よ
る
独
占
的
支
配
体
系
が
艦
塾
し
て
い
る
。
　
一
八
六
五
年
に
僅
か
四
つ
に
過
ぎ
な
か
っ

た
カ
ル
テ
ル
は
、
一
九
〇
五
年
に
は
三
八
五
を
算
え
た
。
こ
の
趨
勢
は
、
節
一
次
大
戦
お
よ
び
そ
れ
に
続
い
た
欺
戦
と
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ

て
さ
ら
に
促
進
さ
れ
、
一
九
∴
五
年
に
は
化
学
工
業
の
イ
i
。
ゲ
ー
・
染
料
ト
ラ
ス
ト
　
（
一
・
O
・
閃
鋤
．
び
。
〒
日
．
¢
。
，
爵
）
　
、
そ
の
翌
年
に
は
、
戦

前
ド
イ
ツ
の
鉄
鋼
生
産
の
四
五
な
い
し
五
⇔
％
を
独
占
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
鉄
鋼
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
、
合
同
製
鋼
（
曾
9
ゴ
〒
く
①
【
Φ
一
ロ
）

が
成
立
を
み
て
い
る
、
一
九
二
九
～
．
∴
二
年
の
大
恐
慌
も
、
ナ
チ
ス
と
の
提
携
に
よ
っ
て
強
引
に
克
服
さ
れ
、
こ
こ
に
ド
イ
ツ
資
本
主
義



　
は
・
国
家
独
占
資
本
主
義
の
色
彩
を
濃
く
し
つ
つ
、
い
よ
い
よ
そ
の
地
歩
を
固
め
た
。
鉱
工
業
生
産
高
は
、
一
九
三
八
、
九
年
、
絶
頂
に

　
達
す
る
（
一
九
〇
〇
年
の
二
倍
）
。

　
　
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
資
本
主
義
経
済
は
、
エ
ア
ハ
ル
ト
の
言
を
借
り
て
い
え
ば
、
死
灰
の
中
か
ら
不
死
鳥
の
ご
と
く
よ
み
が
え
っ

　
た
・
西
ド
イ
ツ
領
内
に
踊
踏
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
鉱
工
業
生
産
ば
一
九
五
一
年
い
ち
早
く
戦
前
の
量
口
同
水
準
を

　
回
復
、
五
八
年
に
は
そ
の
倍
を
超
え
て
、
な
お
伸
長
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
”
奇
蹟
の
復
興
〃
と
同
時
に
、
独
占
体
も
ま
た
復
活
し
た
。

　
当
初
・
過
度
集
中
排
除
の
占
領
政
策
（
ポ
ソ
ダ
ム
協
定
一
二
条
）
に
よ
っ
て
分
散
せ
し
め
ら
れ
た
経
済
力
は
、
主
権
の
回
復
（
一
九
五
五
年
五

　
月
）
と
国
際
情
勢
の
変
化
に
伴
っ
て
再
び
合
同
の
方
向
に
向
か
い
、
た
と
え
ば
一
三
の
独
立
会
社
に
解
体
さ
れ
た
旧
合
同
製
鋼
は
、
そ
の

　
　
後
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
再
結
合
、
化
学
工
業
の
分
野
で
も
、
一
応
解
消
さ
れ
た
イ
ー
・
ゲ
ー
染
料
の
独
占
体
系
は
、
日
な
ら
ず
し
て
ヘ
ヒ

　
　
ス
ト
（
鵠
α
島
ω
什
）
、
バ
ぞ
エ
ル
（
じ
。
醸
魯
）
お
よ
び
バ
ス
フ
（
し
。
》
ω
閏
）
三
大
会
社
の
寡
占
的
市
場
支
配
に
よ
っ
て
承
継
さ
れ
、
し
か
も
こ

　
　
れ
ら
三
社
間
の
協
力
と
連
繋
は
強
ま
る
一
方
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
今
や
資
本
の
集
中
度
は
む
し
ろ
戦
前
を
し
の
ぐ
と
い
わ
れ
る
。
一
九

　
　
五
九
年
末
に
お
い
て
、
株
式
会
社
総
数
の
僅
か
二
。
二
％
（
実
数
五
〇
）
に
過
ぎ
な
い
資
本
金
一
億
マ
ル
ク
以
上
の
大
会
社
が
、
資
本
額

諭
で
は
実
に
全
体
の
半
ば
（
四
八
・
三
％
）
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
驚

，
手

（
　
　
こ
の
よ
う
な
発
展
が
、
放
置
す
れ
ば
、
恐
慌
の
周
期
的
到
来
と
大
衆
消
費
者
利
益
の
犠
牲
、
労
働
者
の
窮
乏
化
と
労
資
対
立
の
激
化
、

　↑
貧
富
の
懸
隔
の
拡
大
と
広
汎
な
要
扶
助
者
層
の
発
生
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
矛
盾
を
社
会
内
に
累
積
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま

繍
で
も
な
い
。
こ
れ
・
り
を
・
歪
な
い
し
緩
和
し
て
体
制
の
維
持
を
図
る
の
は
、
今
や
社
会
（
独
占
壁
心
蓉
会
）
と
自
同
化
し
た
国
家
の
職

姻
能
以
外
の
何
も
喫
、
も
な
い
。
・
ザ
、
も
そ
も
ギ
ソ
資
本
主
義
は
、
冒
頭
に
も
触
れ
た
そ
の
後
進
性
の
故
に
、
当
初
か
り
強
力
な
国
家
の
保

古
韻
と
干
渉
を
必
要
と
し
た
。
自
由
放
任
（
”
安
上
が
り
の
政
府
〃
）
　
の
段
階
を
或
る
程
度
現
実
に
経
験
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
と
異
な
り
、

桝
　
国
家
が
社
会
・
経
済
に
積
極
的
に
関
与
す
る
”
職
能
国
家
”
　
（
い
Φ
δ
ε
昌
σ
q
も
。
ω
審
舞
）
　
は
、
か
く
て
ド
イ
ツ
国
民
国
家
に
そ
の
属
性
と
し
て
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説
宿
命
的
に
結
び
つ
く
。
し
か
し
、
資
本
主
義
高
度
化
の
現
代
で
は
・
こ
の
職
能
国
家
性
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
て
・
国
家
の
本
質
的
性
格
と

論
な
っ
て
い
る
．
・
そ
こ
に
お
い
て
急
激
に
増
大
す
る
国
家
任
務
は
・
主
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
一
　
資
本
主
義
そ
の
も
の
の
補
強
の
機
能

　
　
　
1
　
軍
備
の
拡
充
　
　
体
制
聞
の
対
立
を
背
景
と
す
る
国
際
情
勢
の
緊
張
は
、
軍
備
の
再
建
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
強
化
・
充
実
を
西
ド

　
イ
ッ
に
強
い
て
い
る
。
防
衛
経
費
は
、
一
九
五
五
年
の
六
一
億
マ
ル
ク
（
連
邦
歳
出
の
二
六
・
五
％
）
が
一
九
六
一
年
に
は
一
二
九
億
マ
ル

　
ク
（
同
じ
く
二
八
・
八
％
）
へ
と
増
大
す
薦
こ
れ
は
・
軍
需
発
注
や
念
発
行
の
増
大
と
い
う
形
で
・
集
主
逃
走
な
か
ん
ず
く
独
占

　
資
本
・
金
融
資
本
に
有
利
な
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
も
あ
る
。

　
　
　
2
　
公
共
投
資
　
　
連
邦
、
州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
建
築
・
道
路
・
鉄
道
・
郵
便
な
ど
へ
の
公
共
投
資
は
増
加
の
一
途
に
あ

　
る
。
こ
れ
は
、
私
的
生
産
に
、
そ
の
条
件
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
公
共
発
注
に
よ
っ
て
、
大
き
な
寄
与
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
同
じ
く
増
大
し
つ
つ
あ
る
産
業
へ
の
財
政
投
融
資
と
投
資
補
助
金
は
、
直
接
に
資
本
の
生
産
力
拡
大
に
奉
仕
す
る
。
こ
れ
ら
広

　
義
の
公
共
投
資
総
額
は
、
一
九
五
二
年
の
九
〇
億
マ
ル
ク
（
総
設
備
投
資
の
三
三
。
五
％
）
　
か
ら
一
九
五
八
年
に
は
一
八
○
億
マ
ル
ク
（
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
じ

　
じ
く
三
四
。
七
％
）
に
上
昇
し
て
い
る
。

　
　
3
　
特
定
産
業
の
助
成
　
　
農
業
、
手
工
業
そ
の
他
、
　
現
代
資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
取
り
残
さ
れ
た
産
業
分
野
に
対
し
て
、
助
言

　
　
（
農
事
相
談
な
ど
）
、
再
教
育
、
資
金
貸
与
、
補
助
金
な
ど
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
な
保
護
・
助
成
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。
と
く
に
農
業

　
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
五
年
の
農
業
法
に
よ
る
〃
緑
の
計
画
”
　
（
O
呂
器
『
コ
9
。
昌
）
　
が
あ
る
。
同
法
に
よ
れ
ば
、
連
邦
食
糧
農
林
相
は
毎

　
年
農
業
経
営
の
収
支
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
公
表
し
、
引
き
続
き
連
邦
政
府
が
〃
農
業
の
現
状
に
関
す
る
報
告
”
、
い
わ
ゆ
る
”
緑
の
計

　
画
〃
を
発
表
す
る
。
そ
の
中
で
、
他
の
経
済
部
門
に
対
す
る
農
業
の
不
利
を
調
整
し
、
そ
の
生
産
力
を
高
め
る
た
め
の
農
業
助
成
の
提
案

　
が
議
会
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
必
要
な
財
政
支
出
は
連
邦
予
算
に
計
上
さ
れ
る
（
一
九
六
〇
年
度
一
〇
億
マ
ル
ク
、
六
一
年
度
一
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五
億
マ
ル
ク
、
六
二
年
度
一
九
億
マ
ル
ク
、
六
三
年
度
二
一
億
マ
ル
ク
）
。
農
業
の
諸
分
野
で
は
、
な
お
進
ん
で
、
穀
物
法
（
一
九
五
〇
年
）
、
乳

　
進
法
（
一
九
五
一
年
）
、
家
畜
食
肉
法
（
一
九
五
一
年
）
、
砂
糖
法
（
一
九
五
一
年
）
、
魚
介
法
（
一
九
五
五
年
）
お
よ
び
葡
萄
酒
法
（
一
九
六
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

　
年
）
に
よ
る
国
家
の
市
場
統
制
が
行
な
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
二
　
現
代
資
本
主
義
の
弊
害
の
是
正
な
い
し
緩
和
の
機
能

　
　
層
1
　
独
占
の
規
制
　
　
．
一
九
四
五
年
に
至
る
ま
で
独
占
体
に
好
意
的
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
経
済
法
（
一
九
二
三
年
の
経
済
的
優
位
濫
用
禁
止
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
令
、
一
九
三
一
二
年
の
強
制
カ
ル
テ
ル
法
）
は
、
戦
後
、
占
領
政
策
と
“
社
会
的
市
場
経
済
”
　
（
ω
・
N
芭
①
ζ
誤
算
≦
葺
ω
9
鋤
3
－
1
新
自
由
主
義

　
　
一
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
の
下
に
、
　
一
応
独
占
禁
止
の
原
則
へ
と
移
行
し
て
い
る
　
（
一
九
五
七
年
の
競
争
制
限
禁
止
法
（
O
①
ω
Φ
訂
σ
q
甲

　
鵬
0
コ
白
①
暮
げ
Φ
≦
①
昌
。
・
げ
①
8
腎
似
艮
§
ひ
q
雪
）
）
。
　
す
な
わ
ち
、
国
は
、
　
〃
競
争
を
制
限
し
市
場
関
係
に
影
響
を
与
え
る
一
切
の
協
定
”
を
禁

　
　
止
す
る
。
も
り
と
も
、
こ
の
禁
止
原
則
の
確
立
は
実
は
“
見
せ
か
け
の
勝
利
〃
で
あ
っ
て
、
多
く
の
除
外
例
や
許
可
制
例
外
に
よ
っ
て
実
際

　
　
は
許
可
制
と
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
く
な
り
、
同
法
は
穴
ば
か
り
大
き
い
〃
ス
イ
ス
・
チ
ー
ズ
〃
と
の
酷
評
を
買
う
に
至
っ
て
い
る
が
　
　
。

　
　
一
九
五
八
年
か
ら
六
一
年
ま
で
の
四
年
間
に
、
二
〇
五
の
カ
ル
テ
ル
が
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
に
申
告
さ
れ
た
が
、
う
ち
五
八
％
に
あ
た
る
一

帯
が
蠣
欝
軽
羅
い
陪
八
九
。
年
代
一
働
保
護
の
分
野
で
一
や
く
本
格
化
し
て
き
た
労
　
係
へ

O
の
国
家
干
渉
（
天
空
年
の
労
働
者
保
護
法
な
ど
）
は
・
ワ
イ
了
ル
時
代
に
至
っ
て
経
営
墨
黒
制
度
（
一
九
二
・
年
の
葎
）
・
竪
紹

繍
介
美
業
保
険
制
度
（
一
九
二
七
年
の
葎
）
、
労
働
裁
判
所
制
度
（
一
九
二
六
年
の
葎
）
な
ど
に
よ
．
て
拡
充
さ
れ
、
戦
後
は
さ
り
に
解

客
思
制
限
法
（
充
互
年
）
、
母
性
保
護
法
（
一
九
五
二
年
）
、
少
年
労
働
保
護
法
（
一
九
六
〇
年
）
な
ど
の
労
働
保
護
立
法
か
ら
、
労
資
関

浦
係
調
整
に
関
す
る
賃
金
協
約
法
（
一
九
四
九
年
）
や
経
営
組
織
法
（
一
九
五
二
年
）
お
よ
び
共
同
決
定
法
（
一
九
互
年
）
の
新
た
な
制
定
を

財
　
み
て
・
大
幅
に
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
労
働
法
関
係
の
事
件
を
簡
易
・
低
廉
・
迅
速
に
処
理
す
る
も
の
と
し
て
労
働
裁
判
所
が
設
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説
置
さ
れ
る
（
一
九
五
三
年
の
法
術
…
㍗

論
　
　
3
　
社
会
保
障
　
　
す
で
に
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
政
策
に
源
を
発
す
る
社
会
保
障
は
・
現
在
・
年
金
保
険
　
（
一
九
五
七
年
の
労
働
者
お
よ

　
　
び
職
員
年
金
保
険
改
正
法
）
、
健
康
保
険
、
災
害
保
険
、
廃
疾
保
険
（
以
上
、
一
九
二
年
の
ラ
イ
ヒ
保
険
条
令
）
、
失
業
保
険
お
よ
び
職
業
紹
介

　
　
（
一
九
二
七
年
の
職
業
紹
介
失
業
保
険
法
お
よ
び
一
九
五
二
年
の
職
業
紹
介
失
業
保
険
連
邦
施
設
設
蹟
法
）
な
ら
び
に
生
活
保
護
（
一
九
六
一
年
の
連
邦

　
社
会
扶
助
法
）
な
ど
1
他
に
、
戦
後
処
理
と
し
て
、
戦
争
被
害
者
に
対
す
る
負
担
調
整
（
い
餌
ω
↓
o
〒
》
房
σ
q
亙
魯
）
が
あ
る
一
に
整
備
・
体
系
化

　
　
　
（
八
）

　
　
さ
れ
、
こ
れ
ら
関
係
の
争
訟
の
処
理
に
あ
た
る
社
会
裁
判
所
の
新
設
（
一
九
五
三
年
忌
法
律
）
と
藩
侯
っ
て
、
園
家
活
動
が
大
規
模
化
す
る

　
重
要
な
一
因
を
成
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
大
宗
た
る
社
会
保
険
は
、
保
険
料
の
積
立
て
が
巨
額
の
財
政
資
金
を
形
作
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
で
、
二
重
の
役
割
を
営
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
い
ま
、
こ
れ
ら
社
会
保
障
給
付
総
額
の
変
遷
を
統
計
に
み
れ
ば
、

　
　
一
九
コ
ニ
年
一
四
億
マ
ル
ク
（
社
会
総
生
産
の
三
・
一
％
）
、
　
一
九
二
九
年
八
二
億
マ
ル
ク
（
九
。
三
％
）
、
　
一
九
三
八
年
六
〇
億
マ
ル
ク

　
　
（
六
％
）
、
一
九
五
〇
年
一
事
跡
億
マ
ル
ク
（
＝
丁
一
％
）
、
一
九
五
七
年
三
〇
六
合
マ
ル
ク
（
一
三
・
八
％
）
、
　
一
九
六
三
年
四
八
○
億

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
マ
ル
ク
（
一
三
。
一
％
）
で
あ
り
、
第
一
次
大
戦
前
、
大
戦
間
、
　
そ
し
て
第
二
次
大
戦
後
を
三
つ
の
段
階
と
し
て
、
絶
対
的
に
も
相
対
的

　
に
も
劃
期
的
増
加
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
こ
う
し
て
現
代
国
家
は
、
本
質
的
に
職
能
国
家
の
色
彩
を
帯
び
、
し
か
も
逐
年
そ
の
度
を
深
め
つ
つ
あ
る
。
休
む
こ
と
な
く
、
絶
え
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
薪
た
な
岸
へ
と
急
迫
し
て
行
く
“
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
国
家
”
　
（
喝
①
鋸
o
o
件
一
ω
O
ず
①
門
　
ω
け
ゆ
9
◎
酔
）
　
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
も
、
故
な
い
こ
と
で
は
な

　
い
。
　
〃
ア
ド
ル
フ
。
ワ
グ
ナ
ー
の
法
則
”
の
名
で
知
ら
れ
る
国
家
経
費
の
不
断
の
膨
脹
（
第
一
・
一
表
お
よ
び
第
一
。
二
表
）
　
や
、
政
府
職

　
員
数
の
増
大
傾
向
（
第
二
表
）
は
、
同
時
に
全
体
と
し
て
の
国
家
任
務
・
国
家
活
動
の
拡
大
・
増
加
を
面
的
お
よ
び
人
的
側
面
か
ら
物
語

　
る
好
個
の
指
標
で
あ
る
。
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官イツ行政国家論（一）　（手島）

　　　　　　第1・2表
連邦，負担調整基金，州および

　　　　　地方公共団体の総経費の膨脹

｝掲：ll

轡1
自956il
i1957｝1

－
（

只
）
F

O
J
（

－
」

｝1958

1959

i196・

196月「

｝1962i1

362

398

434

472

504

588

652

707

771

（638）

950

1026

指　数
（1951二
　　10q）．

　●

十10．0

十9．0

十8．6

十6．9

十16．6

十11．0

＋8．31

＋1’o

　●

十8．0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

へ
∠
3

段
∪
8

2
ら
∠

（備考）Finanzbericht　1963，　hrsg・v・

Bundesministerium　der　Finanzen，
S・29による。なお，1959年までは会計
年度，1960年は4月1日から12，月31日まで

の経過年度，1961年以降は暦年。

　　第2表
政府職員の増加

年劇烈募響
64．4

94．0

96．9

94．5

85．4

100．1

115．7

国民1，000人につ
いての政府職員数

10．6

14．6

14．9

14．3

18．1

20．2

21．6

（備考）　Fckart　Sturm，　Die　Entwick－

　1ung　des　6ffentlichen　Dienstes　in

　Deutschland，　Die　Entwicklung　des
　6ffentlichen　Dienstes，　hrsg．　v．　C．　H．

　Ule，1961，　S．8による。なお，1913～
　33年はライヒ領内，1950年以降は連邦共
　和国領内の公務員総数を示す。
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　　　　　　第1・1表

ライヒおよび連邦経費の絶対的

　　　　　　　　ならびに相対的膨脹

年度

1875

1895

1901・

1905

経費総額　　国民所得に
（単位　　　　対する割合
億マルク）一＿＿（％〉嗣一＿

1910

1913

1925

1929

1931

1933

1950

1955

1957

1959

1961

7．7

総．2

24．7

23。3

33．2

43。1

59．5

77．9

79・0 p
67．7

126．8

230．2

324．0

387，8

448．2

6．9

8．7

7．2

8．2

9．9

10．3

月．3

11．7

17．2

16．7

19。5

20．2

18．6

（備考）武田・遠藤・大内r近代財政

の理論』（1955年）100頁，101頁，121

頁およびStatistisches　Jahrbuch

fUr　die　Bundesrepublik　Deut＿

schland，1952《・1963による。一は

不詳。



論説
　
如
上
の
職
能
国
家
の
現
実
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
つ
い
に
実
定
憲
法
の
中
に
座
を
占
め
る
ま
で
に
至
っ
た
。
一
九
四
九
年
の
ド
イ
ツ
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

邦
共
和
国
基
本
法
（
い
わ
ゆ
る
ボ
ソ
憲
法
）
は
、
そ
の
第
二
〇
八
尾
一
項
に
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
民
主
的
且
っ
社
会
的
連
邦
国
家
で
あ

る
」
　
（
傍
点
筆
者
）
と
規
定
す
る
。
こ
の
〃
社
会
国
家
”
　
（
ω
。
N
二
巴
の
欝
讐
）
の
理
念
こ
そ
、
職
能
国
家
の
憲
法
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
の
新
し
い
憲
法
的
概
念
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
的
効
果
を
否
認
し
た
り
、
単
に
政
治
的
・
綱
領
的
概
念
で
あ
る
と
す
る
見
解

や
、
法
律
解
釈
に
つ
い
て
拘
束
力
あ
る
国
家
目
標
規
定
に
過
ぎ
ぬ
と
説
く
立
場
も
あ
る
が
、
多
数
の
学
者
は
、
そ
こ
に
憲
法
の
一
中
心
概

念
と
し
て
の
純
正
の
実
定
憲
法
原
理
を
見
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
際
〃
社
会
”
国
家
と
し
て
は
、
国
民
と
国
家
の
間
の
相
互
的
顧
慮
と

い
う
意
味
で
の
単
な
る
〃
正
義
”
国
家
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
に
、
　
“
社
会
秩
序
の
形
成
”
を
授
権
さ
れ
委
任
さ
れ
た
国
家
、
　
“
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

全
活
動
の
た
め
の
決
定
的
規
準
が
物
質
的
・
精
神
的
困
窮
の
除
去
と
い
う
目
標
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
”
国
家
が
理
解
さ
れ
る
。
か
か

る
社
会
国
家
理
念
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
；
性
は
、
E
・
R
・
フ
ー
バ
ー
が
か
な
り
明
快
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
国

家
と
は
、
　
“
伝
統
的
国
家
性
と
産
業
階
級
社
会
の
間
の
矛
盾
を
社
会
的
統
合
に
よ
っ
て
超
克
し
よ
う
と
努
め
る
現
代
産
業
時
代
の
国
家
〃

の
謂
い
で
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
〃
社
会
的
統
合
”
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
不
断
の
過
程
と
し
て
社
会
的
階
級
・
階
層
・
集
団
の
統
一
を

図
り
、
か
く
て
産
業
社
会
内
に
絶
え
ず
生
起
す
る
緊
張
。
対
立
。
抗
争
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
〃
社
会
改
良
”
で
あ
る
。
か
く
て
、
社
会

国
家
性
の
本
旨
は
国
家
に
よ
る
社
会
の
保
護
に
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
保
護
さ
る
べ
き
基
本
価
値
と
し
て
、
生
存
の
安
全
、
完
全
雇
傭
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
リ

び
労
働
力
の
維
持
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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（一

j
参
照
、
b
d
遷
コ
0
9
虫
旨
ρ
訂
ω
σ
q
・
輔
を
一
斗
ω
。
無
辺
甲
　
暮
陣
ω
。
N
一
鎗
ω
け
象
一
ω
↓
δ
。
冨
ω
国
山
巳
9
。
章
一
8
9
ユ
ル
ゲ
ソ
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
『
ド

　
イ
ッ
経
済
史
、
一
八
○
○
年
～
一
九
四
六
年
』
　
（
高
橋
・
中
内
訳
、
昭
和
二
九
年
）
、
大
野
英
二
「
産
業
資
木
と
銀
行
資
本
ー
ド
イ
ソ
金
融
資
本

　
の
独
占
機
構
i
」
　
（
『
現
代
資
本
主
義
講
座
』
第
三
巻
、
昭
和
三
三
年
）
、
嬉
野
満
洲
雄
「
ド
イ
ツ
経
済
の
復
興
」
　
（
同
上
第
六
巻
、
昭
和
三
四

　
年
）
、
　
戸
原
四
郎
『
ド
イ
ソ
金
融
資
本
の
成
立
過
程
』
　
（
昭
和
三
五
年
）
、
　
佐
藤
進
『
現
代
財
政
政
策
論
i
I
西
ド
イ
ヅ
を
中
心
と
し
て
一
』



（手島）ドイツ行政国家論（一）

　
　
（
昭
和
三
九
年
）
。
ま
た
、
豊
富
臼
皆
7
ピ
痒
σ
q
ρ
U
Φ
鐸
3
。
げ
Φ
Q
c
。
獣
巴
－
　
蔭
夏
芝
一
答
ω
。
冨
h
房
α
q
①
ω
。
江
6
茸
①
…
国
貯
¢
σ
葭
び
一
一
。
貫
N
●
》
巳
一
．
”

　
お
c
D
O
●

（
二
）
ω
欝
二
ω
江
ψ
9
¢
¢
｝
①
げ
門
げ
環
O
げ
h
口
【
象
Φ
ゆ
ロ
コ
島
O
段
①
℃
賃
三
富
U
①
暮
ω
O
ゴ
冨
ロ
9
お
切
さ
お
①
ω
　
に
よ
る
。

（
三
）
佐
藤
前
掲
書
一
四
九
頁
に
よ
る
。

（
四
）
参
照
、
O
Φ
a
殉
貯
。
ぎ
≦
貯
冨
畠
①
津
ω
お
9
け
二
Φ
①
9
ω
・
さ
N
窒
”
ω
・
一
嘗
凍
・
数
字
は
ω
♂
壁
｝
b
d
h
・
9
切
国
P
お
①
9
ω
・
畠
⑩
に
よ
る
。

（
五
）
ミ
ュ
ラ
ー
日
ア
ル
マ
ッ
ク
（
≧
皆
。
只
言
邑
①
〒
b
『
ヨ
8
言
≦
一
霞
ω
。
冨
津
ω
冨
昌
百
昌
o
q
偉
鼠
ζ
舞
匹
琶
昏
ω
。
冨
h
計
お
ミ
噌
ω
・
c
。
c
。
）
の
創
唱
に

　
か
か
る
こ
の
概
念
は
、
一
九
四
八
年
以
降
に
お
け
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
経
済
政
策
の
基
調
を
指
称
す
る
も
の
で
あ
る
が
（
参
照
、
》
9
竃
9
＝
Φ
↑

　
》
【
廻
覧
。
ぎ
ω
）
N
鼠
一
①
ζ
鶴
川
算
≦
一
答
ω
o
げ
帥
h
3
＝
”
ρ
卿
≦
α
答
。
『
ぴ
ロ
。
ゴ
ら
窪
ω
o
ω
冨
一
≦
一
ω
。
。
Φ
口
ω
o
す
鋤
津
①
P
b
d
臣
・
9
お
㎝
9
ω
・
ω
⑩
0
一
．
）
、
こ
こ
で
〃
社

　
会
的
〃
と
は
、
〃
社
会
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
〃
（
ω
o
N
冨
ぞ
①
6
｛
＝
o
窪
Φ
け
）
ま
た
は
〃
社
会
関
係
へ
の
効
果
の
点
で
最
適
な
〃
（
ぎ
自
Φ
『
ミ
貯
百
p
σ
q

　
9
亀
a
Φ
ω
o
N
冨
ぞ
Φ
当
身
葺
一
ω
ω
o
o
b
江
ヨ
巴
）
の
意
で
あ
っ
て
（
O
o
Φ
。
・
8
【
F
国
①
葺
9
巳
σ
q
σ
q
讐
ω
o
獣
の
冨
と
9
。
爵
↓
ミ
臥
房
。
冨
h
計
ω
辞
。
舞
巴
①
×
詩
o
P

　
①
・
》
虞
h
一
↓
櫓
門
”
さ
ω
ワ
N
ω
D
）
、
重
点
は
あ
く
ま
で
〃
市
場
経
済
”
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
自
由
市
場
の
原
則
か
ら
出
発
し

　
て
、
国
家
に
よ
る
経
済
過
程
の
統
制
を
斥
け
、
緊
急
事
態
に
つ
い
て
の
み
国
家
の
干
渉
を
許
す
。
し
か
し
同
時
に
、
経
済
的
権
力
集
団
を
解
消
も
し

　
く
は
そ
の
活
動
を
制
限
し
、
経
済
的
弱
者
を
支
持
す
る
こ
と
も
ま
た
、
社
会
的
市
場
経
済
の
理
念
に
属
す
る
（
参
照
、
自
重
。
ぢ
坦
』
．
O
」
ω
．
ω
ω
）
。
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H
ω
α
巳
宕
ゴ
貯
Φ
一
計
U
一
①
O
；
口
α
「
①
筈
8
し
d
F
宅
I
N
”
お
①
P
ω
・
。
。
2
h
h
・
）
は
、
人
格
の
自
由
な
展
開
の
基
本

　
権
を
定
め
た
基
本
法
第
二
条
第
一
項
に
〃
市
場
・
競
争
経
済
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
〃
を
見
、
さ
ら
に
同
塵
九
条
（
結
社
の
自
由
）
、
第
一
二
条
（
職

　
業
選
択
の
自
由
）
お
よ
び
第
一
四
条
（
財
産
権
の
保
障
）
を
援
用
し
て
、
社
会
的
市
場
経
済
の
〃
経
済
体
制
〃
　
（
≦
一
【
冨
魯
。
。
津
の
く
臼
富
。
・
ω
琶
o
Q
）

　
が
憲
法
上
確
定
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。
　
し
か
し
、
　
こ
の
見
解
は
憲
法
裁
判
所
な
ら
び
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
学
者
の
斥
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
参

　
照
、
頃
①
『
ヨ
。
。
昌
口
〈
o
口
ζ
帥
μ
ひ
q
o
一
会
F
聞
『
δ
ら
ユ
。
ゴ
国
風
一
P
U
四
ψ
し
U
o
高
目
Φ
【
O
ε
コ
畠
α
q
Φ
ω
①
訂
層
し
U
匹
・
H
”
N
・
〉
ロ
h
一
・
”
お
㎝
N
”
ω
・
一
品
ご
。
け

　
だ
し
、
　
問
題
の
諸
自
由
権
は
決
し
て
社
会
的
市
場
経
済
の
下
で
の
み
実
現
可
能
と
い
う
も
の
で
は
な
く
　
（
参
照
、
諺
昌
曾
＄
ω
国
鋤
ヨ
自
。
昌
P
U
霧

　
0
2
切
像
o
q
①
。
。
①
訂
…
国
ぎ
内
。
ヨ
8
Φ
旨
旨
【
・
h
臼
乏
一
ω
ω
①
昌
ψ
。
三
津
田
P
匹
℃
同
感
×
一
ω
”
N
。
》
鼠
一
こ
お
①
ご
ω
．
一
一
）
、
従
っ
て
基
本
法
は
経
済
政
策
的
に

　
　
〃
中
性
〃
と
み
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
　
（
参
照
、
竃
き
σ
q
o
匡
7
匿
①
一
P
9
。
・
黛
。
・
O
・
旧
出
雲
。
ざ
鉾
P
O
G
ω
・
ω
ω
h
）
。
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
説
は
、

　
　
「
社
会
的
市
場
経
済
を
非
常
に
広
い
無
色
の
意
味
で
理
解
し
、
基
本
法
が
認
め
る
全
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
幅
を
な
お
且
つ
社
会
的
市
場
経
済
と
名
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ニム
i疏｝信 説

　
　
づ
け
る
場
合
に
の
み
、
正
し
い
で
あ
．
ろ
う
。
」
（
丁
丁
o
貫
鉾
斜
O
・
）
　
　
エ
ー
ム
ケ
（
缶
。
円
馨
南
謬
ヨ
犀
ρ
≦
一
『
房
6
ゴ
無
げ
ロ
ロ
ら
く
臼
富
ω
ω
口
置
σ
q
℃

　
　
お
①
ご
ω
・
壁
）
が
適
切
に
批
判
す
る
よ
う
に
、
　
或
る
経
済
統
制
措
置
は
、
悲
本
法
所
定
の
自
由
民
主
埋
墓
本
秩
序
に
衝
突
す
る
か
否
か
を
検
せ
ら

　
　
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
随
意
に
探
し
出
せ
る
〃
前
提
さ
れ
た
〃
経
済
的
モ
デ
ル
と
の
適
合
性
に
つ
い
て
テ
ス
ト
さ
る
べ
．
き
で
は
な
い
．
。

（
六
）
参
照
、
幻
一
昌
O
ぎ
費
錯
O
遥
ω
．
⑩
h
．
”
ω
’
ミ
切
h
h
4
ω
．
一
G
O
C
O
椰

（
七
）
参
照
、
》
罵
お
傷
広
償
①
6
貯
F
国
Ω
。
霧
O
ロ
『
一
2
首
。
Φ
a
Φ
ざ
ピ
①
ぼ
σ
貿
昌
畠
Φ
ω
〉
『
σ
Φ
騨
駿
Φ
・
ぽ
ω
一
づ
〉
ξ
一
・
》
ω
ら
．
ナ
お
①
ω
”
ψ
c
D
囲
竺
◎
り
・

　
　
ω
一
h
暁
・

（
一
．
八
）
参
昭
川
、
≦
①
門
コ
①
【
一
≦
曽
ケ
さ
も
り
o
N
二
巴
〈
①
円
ω
一
〇
ず
①
『
虞
諮
α
q
匂
ω
什
9
ρ
①
齢
o
o
一
⑦
×
一
議
o
P
①
●
〉
¢
h
一
己
じ
d
α
．
N
”
扁
ω
①
N
”
ω
℃
．
ω
⑩
①
…
一
＃
O
㎝
・

（
九
）
O
一
Φ
凶
訂
ρ
鉾
鋤
．
ρ
℃
ω
。
お
嚇
お
よ
び
ぞ
二
ず
巴
圧
出
①
巳
ρ
閃
貯
§
N
℃
o
四
囲
辞
欝
く
。
ヨ
国
詞
ヨ
二
巴
冨
ヨ
ニ
ω
N
鐸
ヨ
ω
○
艮
巴
ω
冨
象
噛
O
一
Φ

　
　
○
需
Φ
昌
葺
9
Φ
＜
①
ヨ
，
巴
ε
昌
α
Q
噂
臼
σ
q
．
一
9
お
①
9
ψ
紹
の
　
に
よ
る
。

（一

Z
）
工
Φ
昌
一
ρ
ρ
勲
○
；
ω
．
α
ω
9

（一

黶
j
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
西
ド
イ
ソ
公
法
学
管
見
」
　
（
『
法
律
時
報
』
三
六
巻
四
号
、
昭
和
三
九
年
）
五
六
旨
－
－
七
頁
を
見
よ
。

（一

�
j
卑
⇔
段
幻
鼠
g
h
国
二
げ
①
さ
寄
。
ゴ
冨
ω
富
Ω
。
什
琴
餌
Q
。
。
N
芭
ω
冨
9
一
ぎ
畠
雲
§
＆
Φ
窪
窪
ぎ
α
器
鐸
凶
①
σ
q
①
・
巴
ω
。
冨
登
お
①
ド
u
D
・
一
↑
上
ω
・
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第
二
節
　
行
政
国
家
化
の
背
景

　
上
述
の
現
代
資
本
主
養
1
…
…
現
代
職
能
国
家
こ
そ
、
西
ド
イ
ソ
の
．
行
政
国
家
化
の
根
本
的
基
盤
を
形
作
る
ち
の
で
あ
．
る
が
、
な
お
・
．
ゲ
、
れ

を
特
殊
ド
イ
ツ
的
に
規
定
す
る
要
因
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
顧
家
的
伝
統
の
背
景
を
視
野
か
ら
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
十
七
、
八
世
紀
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
封
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
．
主
義
国
家
は
、
未
だ
権
力
分
立
の
教
義
を
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

能
的
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
執
政
i
行
政
園
家
と
特
徴
づ
け
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
、
、

　
自
ら
〃
高
度
の
行
政
的
天
分
”
を
有
し
た
大
選
帝
侯
フ
リ
；
｝
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
（
治
世
一
六
四
D
～
八
八
年
）
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

ヒ
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
（
治
世
一
七
一
三
～
四
〇
年
）
お
よ
び
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
大
王
…
（
治
世
一
七
四
ハ
）
～
八
六
年
）
の
下
で
、
国
家
政
．
策
の



ドイソ行政国家論（一）　（手島）

決
定
は
、
執
政
機
関
と
し
て
の
国
王
の
専
権
に
属
し
た
。
大
選
帝
侯
は
、
な
お
枢
密
革
製
官
に
実
際
に
諮
問
し
、
会
議
を
開
き
、
討
論
の

後
決
定
を
下
し
た
が
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
に
な
る
と
、
顧
問
官
が
多
く
の
場
合
文
書
で
1
萎
れ
に
輸
口
頭
で
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ビ
ネ
ヅ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
コ
　
　
コ
し

提
出
す
る
報
告
に
基
づ
き
、
〃
政
務
室
の
孤
独
か
ら
”
文
書
に
よ
っ
て
1
通
例
、
傍
註
（
ζ
胃
α
q
ぎ
国
幕
コ
）
か
勅
令
（
宍
蟄
。
玄
半
月
駐
。
乙
魯
）
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

で
一
決
定
を
行
な
う
。
　
こ
の
特
殊
な
プ
ロ
イ
セ
ン
的
国
王
親
政
方
式
、
　
〃
カ
ビ
ネ
ッ
ト
か
ら
の
統
治
”
　
（
即
Φ
o
。
帥
㊦
門
§
。
q
碧
ψ
傷
。
ヨ

　
　
　
　
　
　
　

国
9
三
口
。
ε
は
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
大
王
に
よ
っ
て
も
継
承
さ
れ
た
。
ポ
ツ
ダ
ム
の
政
務
室
に
お
け
る
大
王
の
精
励
格
勤
振
り
は
、
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
■

一
侍
従
の
回
想
録
の
如
実
に
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
日
常
の
定
例
事
務
の
レ
ベ
ル
以
上
の
重
要
事
項
は
、
す
べ
て
国
王
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
裁
を
仰
ぐ
べ
く
、
そ
の
も
と
へ
送
ら
れ
た
。

　
こ
の
間
、
中
央
官
庁
と
し
て
の
枢
密
院
（
（
甲
Φ
ゴ
O
一
8
0
「
　
菊
9
◎
け
）
の
改
組
（
一
六
五
一
年
）
、
御
料
局
（
O
Φ
冨
首
①
＝
9
繭
玉
ヨ
臼
）
と
総
兵
靖

部
（
O
窪
①
悪
臣
ユ
。
σ
q
跨
。
ヨ
ヨ
凶
の
鴇
噌
冨
け
）
の
設
置
（
一
六
八
九
年
と
一
六
六
〇
年
）
、
　
両
者
の
総
管
理
局
（
O
①
昌
興
9
塾
生
菱
9
言
3
）
へ
の
統
合

（一

ｵ
二
三
年
半
、
外
務
省
（
宍
鋤
三
器
暮
ω
葺
三
。
。
8
門
言
ヨ
）
の
新
設
（
一
七
二
八
年
）
、
そ
し
て
総
管
理
局
か
ら
の
専
門
省
庁
の
漸
次
的
分
化

（一

ｵ
四
一
年
以
降
）
と
、
行
政
機
構
も
次
第
に
整
備
、
強
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
治
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
モ
　

お
い
て
、
独
自
の
エ
ト
ス
に
貫
か
れ
た
職
業
官
吏
団
（
切
O
「
口
h
ω
げ
O
動
届
け
Φ
昌
酔
止
日
）
の
成
立
を
み
る
。
彼
ら
は
元
来
、
　
〃
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
王

の
た
め
に
”
　
（
《
℃
8
二
①
a
g
℃
2
ψ
。
。
。
》
）
忠
勤
を
励
む
、
そ
の
忠
実
な
手
足
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
国
王
は
実
効
的
な
政
策
決
定
の

た
め
に
は
も
っ
ぱ
ら
彼
ら
の
専
門
的
知
識
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
情
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
発
展
に
伴
う
国
務
の
複
雑
膨
大
化

と
相
侯
っ
て
、
や
が
て
彼
ら
へ
の
実
質
的
決
定
機
能
の
移
行
傾
向
を
生
み
出
し
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
い
う
と
こ
ろ
の
〃
官
僚
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
権
力
的
地
位
”
　
（
竃
碧
冥
ω
冨
＝
§
o
q
住
①
【
切
鷲
。
吋
B
二
〇
）
で
あ
る
。
　
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
大
王
で
す
ら
、
し
ば
し
ば
官
僚
の
報
告
の
虚
偽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
ナ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
判
断
を
狂
わ
せ
ら
れ
た
し
、
ま
た
彼
の
農
奴
制
廃
止
に
関
す
る
指
令
は
、
こ
れ
を
素
人
の
単
な
る
思
い
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
無
視
し
た
官
庁
機
構
の
手
で
、
実
現
途
上
に
お
い
て
“
脱
線
”
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
大
王
並
み
の
資
質
を
欠
い
た
そ
の
子
フ
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論説

リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
早
世
（
治
世
一
七
八
六
～
九
七
年
）
の
代
と
も
な
れ
ば
、
官
僚
制
（
行
政
部
）
の
優
位
は
動
か
し
が
た
い
も

　
　
　
貸
一
）

の
と
な
る
。

　
こ
の
、
発
生
的
に
非
民
主
的
性
格
を
帯
び
た
プ
ロ
イ
セ
ン
執
政
－
行
政
国
家
の
伝
統
が
、
現
代
ま
で
根
強
い
影
響
を
ド
イ
ツ
国
家
生
活

に
与
え
て
き
て
い
る
。
こ
の
伝
統
の
担
い
手
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
職
業
官
吏
団
で
あ
る
。
絶
対
王
政
の
下
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ
は
そ
の

後
、
立
憲
君
主
政
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
政
、
ナ
チ
ス
独
裁
、
そ
し
て
ボ
ン
共
和
政
と
目
ま
ぐ
る
し
い
政
体
の
変
遷
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ

と
ん
ど
そ
の
本
質
を
変
え
る
こ
と
な
く
生
き
続
け
て
き
た
。
〃
終
身
任
用
制
”
　
（
¢
口
①
遷
h
§
σ
q
窪
｛
い
①
σ
Φ
霧
N
虫
け
）
、
〃
官
吏
”
　
（
し
d
．
露
巨
．
．
）

に
の
み
許
さ
れ
る
〃
笠
雲
的
権
能
”
　
（
＝
o
冨
博
ψ
げ
⑦
嘗
α
q
巳
ω
ω
Φ
）
の
行
使
、
〃
報
酬
”
　
（
国
註
。
ぎ
彗
σ
q
）
で
は
な
い
〃
俸
給
”
（
じ
d
Φ
ω
。
一
含
口
α
q
）
、

“
忠
勤
関
係
”
　
（
U
冨
器
汁
－
鐸
巳
↓
お
ロ
〈
巽
9
一
齢
泥
岩
、
　
〃
国
家
機
関
の
担
い
手
”
・
　
〃
国
家
理
念
の
代
表
者
”
と
し
て
の
官
吏
観
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

定
の
社
会
層
か
ら
の
選
抜
、
一
こ
れ
ら
に
表
現
さ
れ
た
〃
社
会
的
特
権
”
（
ω
○
二
巴
①
勺
ユ
く
出
①
σ
q
冨
厭
§
顎
）
の
事
実
と
意
識
が
、
“
権
力
的

地
位
〃
と
と
も
に
、
そ
の
本
質
を
形
作
っ
て
い
る
。
基
本
法
は
、
職
業
心
意
制
の
〃
伝
統
的
諸
原
則
〃
　
（
冨
お
Φ
げ
【
9
・
∩
算
¢
○
葺
巳
の
馨
N
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

を
承
認
し
た
（
第
一
三
二
条
第
五
項
）
。
も
と
よ
り
、
新
官
吏
制
度
は
伝
来
の
そ
れ
の
上
に
全
然
改
革
を
加
え
て
い
な
い
で
は
な
い
が
、
　
「
し

か
し
な
が
ら
、
一
八
〇
六
年
以
後
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
諸
改
革
の
、
オ
ッ
ト
ー
。
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク
の
、
ウ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
、
そ

し
て
最
後
に
〃
第
三
帝
国
”
の
諸
手
蹟
を
示
し
て
い
る
使
い
古
し
の
羊
皮
紙
は
、
新
し
い
民
主
政
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）
崇

度
に
ま
で
は
判
読
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
」
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（一

j
閃
君
門
≧
。
房
什
Φ
ヨ
竃
⇔
舞
”
↓
ゴ
①
》
ら
邑
巳
。
・
一
跨
江
く
①
ω
鋤
け
①
”
》
旨
貯
＃
。
巳
a
・
口
8
ゆ
窪
円
＄
g
6
。
ざ
お
α
さ
℃
・
式
（
ド
ィ
ッ
語
版

　
国
貯
建
ゴ
歪
5
0
q
冒
島
①
し
ロ
鷲
。
吋
H
象
一
ρ
お
㎝
9
ω
・
N
①
）
は
、
そ
こ
に
〃
現
代
「
行
政
国
家
」
の
歴
史
的
起
源
〃
を
見
、
ま
た
　
国
ヨ
の
↓
閃
。
門
ω
島
9
炉

　
ピ
①
ゴ
『
ぴ
賃
寒
月
Φ
ω
＜
①
【
毛
蟹
ε
昌
α
q
。
。
門
Φ
。
三
陸
b
d
P
H
”
N
・
諺
薮
一
二
お
頓
。
。
”
ω
・
N
c
Q
は
〃
絶
対
主
義
型
の
行
政
国
家
〃
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

（
二
）
参
照
、
鉱
①
『
ヨ
き
霊
器
び
↓
冨
。
暴
き
匹
℃
「
碧
菖
8
0
h
竃
。
島
Φ
；
O
。
＜
①
ヨ
ヨ
窪
♂
＄
〈
．
Φ
α
4
お
お
．
b
。
鳶
N
旧
国
．
竃
．
罎
鴛
×
．
。
℃
．
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O
答
ご
℃
．
α
9

（
三
）
参
照
、
閏
。
δ
島
o
h
び
U
①
暮
の
9
。
〈
窪
富
ω
ω
自
ロ
α
q
。
・
α
q
。
。
。
。
三
。
葺
①
島
①
『
Z
2
N
①
騨
”
国
一
昌
〉
σ
ユ
ω
ω
”
N
・
》
艮
ゴ
お
①
ご
ω
・
望
…
写
一
蔚

　
出
僧
ユ
ロ
p
o
q
．
U
①
信
訂
。
ゴ
①
＜
O
ユ
9
ψ
の
ロ
ロ
σ
q
ω
α
q
o
q
り
。
窪
。
ず
け
Φ
〈
o
ヨ
窃
・
匂
①
げ
門
ず
ロ
昌
匹
①
志
げ
一
ω
N
賃
『
O
o
α
q
Φ
コ
妻
①
答
”
N
・
〉
ロ
h
一
こ
お
頓
9
ω
・
＝
轟
・

（
四
）
出
錠
ε
昌
α
Q
”
o
・
鉾
O
・

（
五
）
芝
9
器
円
ピ
・
U
o
【
P
↓
げ
。
頃
【
ロ
ω
ω
富
昌
ゆ
霞
①
⇔
質
。
自
身
写
島
Φ
一
。
。
誓
0
①
馨
霞
ざ
℃
o
昏
客
巴
ω
9
Φ
謬
8
0
ロ
霞
8
ユ
ざ
く
。
憎
＃
9
お
ω
ご

　
b
b
・
h
O
l
N
を
見
よ
。

（
六
）
参
照
、
U
O
H
P
℃
O
一
一
・
ω
9
・
O
・
”
＜
O
一
・
＃
さ
お
ω
N
”
b
・
N
C
Q
・

（
七
）
参
照
、
閏
。
お
葺
9
ひ
鋤
・
ρ
O
・
”
ω
・
α
一
h
・
「
こ
の
点
で
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
は
未
開
で
あ
り
フ
ラ
ン
ス
は
放
縦
で
あ
っ
た
と
き
（
一
七
二
三

　
年
）
に
、
プ
ロ
シ
ャ
で
は
、
う
ま
く
能
率
的
職
員
を
供
給
す
る
訓
練
と
任
用
の
や
り
方
が
形
作
ら
れ
て
い
た
。
実
際
、
イ
ギ
リ
ス
が
議
会
制
度
の
創

　
造
に
さ
さ
げ
た
の
と
同
じ
く
ら
、
い
強
力
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
プ
ロ
シ
ャ
で
は
行
政
制
度
の
設
立
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
1

　
蜀
一
ロ
O
お
O
℃
●
O
詳
・
讐
b
・
州
N
斜

（
八
）
寓
①
×
乏
。
げ
碑
”
ミ
貯
＄
。
冨
津
ロ
ロ
住
O
＄
Φ
一
冨
9
無
計
N
・
》
ロ
h
一
・
二
露
9
ω
・
①
ゴ
h
h
・
（
阿
閉
・
下
訳
『
官
僚
制
』
六
四
頁
以
下
。
）

（
九
）
参
照
、
U
。
筥
”
℃
。
一
一
・
q
D
。
一
・
O
・
”
＜
o
一
・
轟
9
℃
・
と
①
h
h
・

（一

Z
）
参
照
、
ζ
・
ミ
①
げ
。
♪
⇔
・
．
嚢
。
・
O
・
・
ω
・
①
鳶
・
（
邦
訳
六
八
頁
。
）

（一

黶
j
参
照
、
U
o
目
p
℃
。
拝
ω
。
一
・
O
‘
＜
o
一
・
ミ
、
や
。
。
ω
・

（一

�
j
幻
鐸
畠
○
開
≦
一
音
Φ
昌
B
p
。
口
P
］
≦
鋤
。
ご
什
4
づ
ら
国
。
嶺
ω
o
昌
の
9
一
ω
℃
h
o
げ
冨
ヨ
山
①
【
一
切
旨
¢
ロ
ー
鐸
づ
山
盛
q
ω
ω
①
鵠
b
o
嵩
二
ぢ
↓
Φ
①
9
ψ
一
ω
9

（
＝
二
）
こ
の
〃
伝
統
的
〃
諸
原
則
と
は
、
　
〃
立
憲
君
主
政
お
よ
び
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
政
の
職
業
官
吏
制
に
と
っ
て
本
質
規
定
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、

　
　
こ
の
過
去
に
お
い
て
職
業
官
吏
制
に
つ
き
構
成
的
と
し
て
永
続
的
に
妥
当
し
た
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
職
業
官
吏
制
が
根
を
抜
か
れ
根
絶
さ
れ
る
こ
と

　
　
な
し
に
は
除
外
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
　
官
吏
法
の
基
礎
的
主
旨
す
べ
て
〃
を
意
味
す
る
　
（
竃
§
σ
q
。
一
象
－
閑
一
町
P
U
餌
ω
b
u
。
馨
臼

　
O
【
§
畠
σ
q
o
ψ
簿
押
ω
．
い
一
Φ
h
Φ
目
鐸
コ
o
q
”
お
U
9
ω
・
c
。
三
）
。
　
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
　
参
照
、
　
竃
9
。
p
ひ
Q
o
一
等
－
国
一
虫
P
P
勲
O
・
”
Q
っ
・
c
。
窃
頃
∴

　
　
目
ゴ
o
o
ら
。
目
的
9
戸
口
N
”
U
①
三
ω
o
ゴ
Φ
ω
ω
畠
碧
。
陰
お
。
ゴ
け
”
・
ゴ
●
》
信
h
一
●
℃
お
①
ド
ω
・
N
①
㎝
旧
出
9
8
鋤
昌
P
p
。
．
斜
O
G
ψ
N
切
。
。
h
暁
●
…
O
碧
一
＝
①
「
ヨ
①
昌
⇔

　
　
己
一
ρ
α
h
h
①
馨
一
一
〇
ゲ
①
「
U
冨
コ
ω
計
U
富
O
建
昌
々
o
o
窪
。
切
P
署
一
N
”
お
①
ド
ω
・
㎝
N
O
h
h
・
、
な
お
、
　
ド
イ
ツ
官
吏
制
度
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
参

　
　
照
、
長
浜
政
壽
「
ド
イ
ツ
の
官
吏
制
度
」
　
（
『
比
較
政
治
叢
書
1
・
公
務
員
制
度
』
昭
和
三
一
年
、
二
三
七
頁
以
下
）
。

（
一
四
）
毛
一
置
。
昌
ヨ
均
一
P
曽
・
ρ
O
‘
ω
・
一
ω
ω
h
・
　
＊
本
稿
校
正
中
に
上
田
安
敏
『
ド
イ
ツ
官
僚
制
成
立
論
』
が
出
た
。
好
個
の
参
考
文
献
で
あ
る
。
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等ム
肖雌 説

第
二
章
　
行
政
国
家
の
現
象
と
本
質

第
一
節
　
基
本
法
下
の
統
治
機
構
の
規
範
と
現
実

　
立
法
お
よ
び
司
法
機
関
に
個
別
的
に
権
限
規
範
を
定
立
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
異
な
り
、
ボ
ン
基
本
法
は
権
力
分
立

を
明
示
的
に
国
家
統
治
の
基
本
的
機
構
原
理
と
し
て
謳
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
二
〇
難
燃
二
項
は
、
　
ー
ゾ
ベ
て
国
権
は
国
民
か
ら
発
す

る
」
と
の
前
段
に
引
き
続
き
、
　
「
そ
れ
は
、
選
挙
お
よ
び
投
票
に
お
い
て
国
民
に
よ
り
、
ま
た
立
法
、
執
行
権
お
よ
び
司
法
の
各
別
の
機

関
に
よ
っ
て
、
行
使
さ
れ
る
」
と
定
め
る
。
　
（
し
か
も
、
こ
の
原
則
は
第
七
九
条
第
三
項
に
よ
り
憲
法
改
正
か
ら
保
障
さ
れ
て
い
る
。
）

本
条
項
の
趣
旨
が
、
三
権
の
同
格
を
要
請
し
、
他
の
権
力
の
〃
中
核
的
領
域
”
　
（
M
（
①
円
『
P
げ
Φ
【
①
一
〇
げ
）
を
侵
害
す
る
よ
う
な
一
権
力
の
優
越
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

否
定
す
る
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
し
か
し
、
全
体
的
憲
法
構
造
か
ら
し
て
、
三
権
間
に
或
る
程
度
の
優
劣
は
す
で
に
憲
法
規
範
の
上
で
認
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の

意
味
で
、
権
力
分
立
と
と
も
に
民
主
主
義
、
議
会
制
、
法
治
国
家
性
な
ど
を
も
そ
の
重
要
な
支
柱
と
す
る
基
本
法
は
、
立
法
権
の
“
感
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

し
得
る
優
位
”
と
司
法
権
の
“
見
誤
り
得
ぬ
権
力
増
大
”
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
ず
立
法
部
（
連
邦
議
会
）
は
、
主
権
者
た
る
国
民
の
〃
代
表
”
機
関
で
あ
り
（
第
三
八
条
）
、
し
か
も
執
行
と
司
法
に
規
準
を
供
給
す

る
〃
法
律
”
　
（
第
二
〇
条
第
三
項
）
の
制
定
者
で
あ
る
（
第
七
七
条
）
。
　
政
治
的
条
約
（
第
五
九
条
第
二
項
）
や
購
和
（
第
五
九
条
の
a
第
四
項
）

や
予
算
（
第
＝
○
条
第
二
項
）
も
法
律
の
形
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
特
殊
な
政
治
的
決
定
た
る
〃
防
衛
事
態
”
　
（
＜
Φ
答
Φ
凶
侮
ア

ぴq

?
α
q
ω
富
一
一
）
の
確
認
ま
た
立
法
部
の
権
限
に
属
す
る
（
第
五
九
条
の
a
第
一
項
）
。
さ
ら
に
連
邦
議
会
は
、
連
邦
宰
相
を
選
挙
し
（
第
六
三
条
）
、

不
信
任
す
る
（
第
六
七
条
）
。
　
ま
た
、
連
邦
大
統
領
の
選
挙
（
第
五
四
条
）
お
よ
び
連
邦
の
最
高
司
法
機
関
の
任
介
（
第
九
四
条
第
　
項
、
第
九

五
条
第
三
項
、
第
九
六
条
第
二
項
）
に
も
参
与
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
規
範
的
平
、
面
で
観
察
す
る
限
り
、
基
本
法
に
お
け
る
立
法
国
家
的
色
彩
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は
か
な
り
強
，
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
司
法
権
の
地
位
も
ま
た
、
行
政
裁
判
に
お
け
る
概
括
主
義
の
採
用
（
第
一
九
条
第
四
項
）
や
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
設
置
　
（
第
九
二
条
）
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
〃
権
力
増
大
〃
は
実
は
司
法
権
の
“
解
放
〃
（
国
三
h
①
ψ
ω
9
彗
σ
q
）
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ニ
　

な
わ
ち
、
な
お
十
分
で
な
い
他
の
二
塁
と
の
等
置
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ぬ
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
権
限
争
議
（
第
九
三
条
第
　
項

咽
号
・
三
号
・
四
号
）
、
規
範
統
制
（
第
九
三
条
第
【
三
二
号
、
第
一
〇
〇
条
）
、
政
党
禁
止
（
第
二
一
条
第
三
項
）
そ
の
他
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

に
与
え
ら
れ
た
広
汎
な
政
治
的
影
響
力
あ
る
諸
権
限
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
　
基
本
法
の
持
つ
司
法
国
家
的
要
素
は
見
ま
が
う
余
地
が
な
．

い
。　

こ
れ
ら
立
法
、
司
法
両
権
に
比
べ
て
、
規
範
的
憲
法
構
造
内
に
お
け
る
執
行
権
の
相
対
的
後
退
は
蔽
い
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
執
政
部
．

と
し
て
の
連
邦
大
統
領
の
権
能
は
、
立
憲
君
主
の
大
権
を
思
わ
せ
た
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
そ
れ
に
比
し
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
名
残
り
を
と
ど
め

ぬ
ほ
ど
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
。
直
接
公
選
制
、
七
年
の
長
期
任
期
、
非
常
事
態
の
大
権
、
州
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
強
制
執
行
権
、
官
庁
設
置

権
、
ラ
イ
ヒ
宰
相
任
免
権
、
軍
令
権
、
強
力
な
議
会
解
散
権
な
ど
、
す
べ
て
姿
を
消
し
、
残
さ
れ
た
限
定
的
議
会
解
散
権
（
第
六
一
二
条
第
四

項
、
第
六
八
条
）
、
議
会
に
対
す
る
連
邦
宰
相
推
薦
権
（
第
六
三
条
）
、
連
邦
官
吏
任
命
権
（
第
六
〇
条
第
「
項
）
、
恩
赦
権
（
第
六
〇
条
第
二

項
）
な
ど
の
行
使
に
つ
い
て
も
、
連
邦
大
統
領
は
今
や
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
統
制
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
六
州
立
、
第
九
三
条
第
「
項
一

号
）
。
　
こ
の
よ
う
に
連
邦
大
統
領
が
弱
体
化
さ
れ
た
反
而
、
同
じ
く
執
政
部
で
も
連
邦
政
府
の
方
は
、
連
邦
強
制
権
（
第
三
七
条
）
、
連
邦

官
庁
設
置
権
（
第
八
六
条
後
段
）
、
軍
令
権
（
第
六
五
条
の
a
）
な
ど
、
か
つ
て
の
う
イ
ヒ
大
統
領
の
権
限
の
一
部
を
新
た
に
引
き
受
け
、
さ

ら
に
議
会
と
の
関
係
で
は
、
い
わ
ゆ
る
〃
建
設
的
不
信
任
投
票
〃
　
（
貯
O
昌
ω
酔
『
口
犀
天
一
く
①
ω
　
ζ
一
〇
ロ
ω
け
【
鋤
口
①
一
P
の
く
O
齢
⊆
ヨ
）
　
に
よ
っ
て
し
か
倒
さ
れ
ぬ

高
度
の
安
定
性
を
保
障
さ
れ
て
　
（
第
六
七
条
）
、
む
し
ろ
そ
の
重
み
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
大
統
領
と
政
府
の
両
者
で
構
成
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

執
政
部
を
全
休
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
や
は
り
立
法
部
、
司
法
部
に
対
し
て
そ
の
比
重
が
か
な
り
減
少
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
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論　説

れ
を
“
無
力
化
〃
　
（
穿
喜
9
。
暮
§
σ
q
）
と
い
い
得
る
か
否
か
は
別
と
し
て
一
。
行
政
部
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
は
そ
の
権
限
に
言
及
す

る
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
、
連
邦
法
律
の
州
執
行
の
原
則
を
定
め
て
、
連
邦
行
政
の
対
象
を
外
交
、
連
邦
財
政
、
連
邦
鉄
道
、
連

邦
郵
便
、
全
国
的
社
会
保
険
、
連
邦
防
衛
、
航
空
、
連
邦
水
路
お
よ
び
連
邦
道
路
に
限
り
（
第
八
三
条
～
第
九
〇
条
）
、
立
法
の
場
合
（
第

七
〇
条
～
第
七
五
条
）
よ
り
強
度
の
分
権
体
制
　
　
　
そ
れ
は
行
政
部
の
力
を
相
対
的
に
弱
め
る
も
の
で
あ
る
が
　
　
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
基
本
法
の
定
め
る
公
式
の
統
治
組
織
に
お
い
て
は
、
　
執
政
－
行
政
国
家
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
　
し
か

し
、
既
述
職
能
国
家
体
制
の
大
規
模
な
進
行
は
、
憲
法
現
実
に
お
い
て
、
行
政
権
（
広
義
）
　
の
強
大
化
か
ら
行
政
国
家
的
事
態
を
明
ら
か

に
招
来
し
つ
つ
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
職
能
国
家
化
は
国
家
機
能
一
般
の
拡
張
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
、
立
法
の
対
象
の
拡
大
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

“
処
分
的
法
律
”
　
（
竃
9
ω
ω
葛
ゴ
§
Φ
ひ
q
①
ω
Φ
言
）
の
よ
う
な
新
た
な
立
法
丘
疹
の
出
現
に
よ
っ
て
、
立
法
部
の
任
務
も
ま
た
そ
の
量
と
重
要
さ

を
増
す
こ
と
、
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
行
政
部
の
そ
れ
に
は
到
底
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
け
だ
し
、
現
代
の
職
能
国
家
に
切
実
に

要
請
さ
れ
る
即
物
性
、
機
動
性
、
専
門
性
は
、
も
っ
ぱ
ら
後
者
の
能
く
供
給
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
行
政
は
、
か
く
し
て
、
フ
ォ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　

ル
ス
ト
ホ
フ
の
い
う
“
給
付
担
当
者
”
　
（
ピ
①
δ
ε
⇔
σ
q
の
ぼ
位
σ
q
2
）
と
な
る
。
こ
う
し
て
現
代
職
能
国
家
は
、
す
ぐ
れ
て
、
行
政
部
の
拡
大
強

化
か
ら
、
や
が
て
そ
れ
へ
の
実
質
的
政
策
形
成
決
定
機
能
の
集
中
を
帰
結
す
る
。
以
下
本
章
で
は
、
そ
の
実
態
に
諸
側
面
か
ら
実
証
的
分

析
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
行
政
国
家
化
の
現
象
形
態
一
面
愚
1
と
し
て
、
行
政
機
構
の
拡
大
、
行
政
職
員
の
増
加
、
官
僚
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

化
お
よ
び
中
央
集
権
化
を
、
つ
い
で
そ
の
本
質
的
象
面
一
核
心
1
と
し
て
、
立
法
過
程
の
変
容
と
行
政
過
程
の
変
質
を
取
り
上
げ
る
。
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（
「
）
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切
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α
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傷
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ω
¢
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α
q
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ひ
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ω
”
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α
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9
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・
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p
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ω
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轟
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σ
q
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置
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国
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一
P
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O
ご
ω
・
㎝
8
旧
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ユ
①
島
h
一
書
O
陣
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ω
o
F
国
o
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O
コ
Q
D
曾
⊆
p
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貯
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毎
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σ
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ω
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｛
貸
象
①



（手島）ドイツそテ政国家言命（一）

、
切
ロ
旨
α
o
ω
『
Φ
℃
ロ
巨
涛
U
o
煽
房
〇
三
①
p
α
”
国
。
ヨ
ヨ
①
三
ロ
5
　
9
＞
ロ
自
u
お
①
N
り
ω
■
①
↓
…
↓
ず
①
o
傷
9
］
≦
国
信
5
N
拝
O
曽
昌
酔
9
U
葺
凶
σ
q
”
O
目
口
”
自
一

　
α
q
Φ
ω
①
訂
”
国
。
ヨ
ヨ
①
ロ
富
5
N
．
〉
鎧
h
ご
　
お
。
り
ω
り
》
答
．
N
O
国
自
昌
H
・
Q
◎
一
●

（
二
）
国
・
O
・
ぐ
雫
①
『
三
〇
閃
P
し
d
o
昌
昌
①
『
閤
。
ヨ
ヨ
Φ
”
↓
9
0
き
お
α
野
》
昌
ヨ
・
閏
N
σ
q
N
ロ
》
『
叶
D
O
●

（
三
）
℃
9
三
鋸
の
〈
鋤
自
国
ロ
ω
Φ
p
U
里
国
馨
h
①
の
ω
①
言
謬
o
q
9
円
U
ユ
詳
①
ロ
O
①
≦
p
。
一
f
＞
8
旨
く
畠
①
ω
α
跨
。
旨
け
＝
9
①
p
”
①
o
茸
9
じ
d
P
¶
c
。
り
一
の
紹
》

　
ω
●
轟
ω
鵠
・
…
口
9
日
①
ロ
P
m
・
9
ρ
●
O
．
q
◎
●
至
●

（
四
）
但
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
五
六
条
前
段
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
基
本
法
第
六
五
条
第
剛
段
（
「
連
邦
宰
相
は
政
治
の
方
針
を
定
め
、

　
そ
れ
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
」
）
の
解
釈
如
何
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
定
言
も
か
な
り
修
正
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
項
に
よ
っ
て
連
邦
宰
相

　
が
決
定
権
を
有
す
る
〃
政
治
の
方
針
〃
　
（
幻
一
〇
ず
け
＝
昌
陣
Φ
昌
　
◎
O
円
　
℃
O
一
一
け
一
評
）
な
る
概
念
は
、
そ
の
多
義
的
内
容
と
〃
不
明
確
な
輪
廓
〃
の
故
に
法
的

　
用
語
と
し
て
は
．
〃
非
典
型
的
〃
　
（
口
昌
け
望
℃
一
ω
O
ゴ
）
と
さ
れ
る
（
↓
ず
①
o
α
o
円
国
ω
o
ず
①
昌
げ
ロ
円
σ
q
騨
U
凶
①
肉
一
〇
算
＝
三
①
昌
住
自
℃
o
葺
一
評
一
ヨ
＜
o
『
富
？

　
ω
ロ
昌
σ
q
ω
器
。
算
言
画
宣
◎
旨
く
Φ
h
豊
沼
昌
昌
σ
q
の
≦
ヰ
匹
8
げ
吋
虫
け
”
U
δ
O
h
h
o
ヨ
嵩
。
げ
。
＜
①
円
≦
9
ε
昌
ゆ
q
”
臼
伽
q
・
N
●
お
望
●
ω
・
お
ω
）
．
も
の
で
あ
る

　
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
〃
政
治
〃
概
念
の
分
析
か
ら
、
〃
政
治
の
方
針
を
決
定
す
る
〃
と
は
〃
執
政
の
領
域
で
、
ま
た
増
大
す
る
程
度
に
お
い
て

　
立
法
の
領
域
で
、
な
ら
び
に
そ
れ
と
関
連
し
て
行
政
の
領
域
で
も
、
最
高
の
国
家
指
導
の
大
綱
を
確
定
す
る
〃
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
、
こ
こ
か
ら

　
政
府
の
長
の
権
限
は
必
然
的
に
立
法
部
の
そ
れ
と
交
錯
す
る
と
な
す
見
解
　
（
国
臼
ま
臼
け
白
α
島
。
一
”
U
一
Φ
幻
一
9
葺
三
。
昌
傷
巽
勺
。
＝
江
貯
一
ヨ

　
＜
Φ
晃
器
ω
犀
コ
σ
q
ω
【
Φ
o
耳
」
・
U
一
〇
国
母
乏
言
忌
ロ
コ
σ
q
畠
直
ゆ
。
ひ
q
ユ
h
h
9
切
帥
鴫
①
ユ
ω
島
Φ
＜
臼
≦
9
ε
口
σ
q
ω
三
馨
8
ひ
Z
男
H
ゆ
q
●
N
お
ω
9
ψ
膿
N
h
。
）

　
や
、
ご
閑
①
α
q
冨
遷
昌
σ
q
の
b
9
三
犀
、
．
で
は
な
く
て
ご
℃
o
ヨ
涛
、
．
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
　
〃
そ
れ
に
つ
、
い
て
責
任
を
負
う
〃
な
る
表
現
、
お
よ
び

　
基
本
法
の
全
体
像
、
と
く
に
〃
連
邦
政
府
の
国
家
指
導
的
任
務
（
国
政
上
の
指
導
任
務
）
〃
な
ど
か
ら
、
連
邦
宰
相
は
連
邦
の
他
の
憲
法
的
機
関
と

　
　
の
関
係
で
も
〃
全
国
家
政
治
の
指
導
〃
（
聞
落
2
ロ
σ
q
9
同
α
q
①
紹
8
け
呂
ω
榊
”
鉾
ω
℃
o
毎
涛
）
を
担
当
す
べ
き
こ
と
に
な
る
と
の
学
説
（
ζ
鋤
p
ゆ
q
。
匡
マ

　
固
9
P
U
⇔
ω
切
§
P
臼
O
H
ロ
巳
σ
q
①
ω
o
貫
心
●
＝
o
h
Φ
上
口
σ
q
》
お
の
こ
ω
。
お
α
一
）
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
民
主
権
に
基
づ
く
議
会
中
心

　
　
主
義
お
よ
び
当
該
条
項
の
位
置
な
ら
び
に
そ
の
規
定
態
容
な
ど
か
ら
、
　
こ
れ
は
や
は
り
政
府
部
内
に
お
け
る
宰
相
の
権
限
を
定
め
た
も
の
と
み
る

　
　
べ
く
、
　
宰
相
の
決
定
し
た
〃
政
治
の
方
針
〃
　
に
議
会
ま
で
が
法
律
制
定
や
議
決
に
あ
た
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
解
す
る
の
は
妥
当
を
欠
く
と
思
わ
れ

　
　
る
。
参
照
、
自
①
昌
ω
Z
①
自
陣
9
。
。
。
貯
ざ
U
陣
O
O
2
昌
傷
σ
Q
Φ
傷
9
。
昌
〆
Φ
昌
畠
O
ω
O
≡
昌
α
σ
q
①
ω
Φ
け
N
①
ω
囲
費
巳
⑦
し
d
鐸
二
目
①
珍
Φ
℃
賃
ぴ
一
篤
U
Φ
三
ω
9
冨
二
鼻
お
切
9

　
q
D
・
ご
9
】
≦
β
。
β
p
N
”
O
陣
①
即
8
ヨ
＝
ロ
一
Φ
昌
“
①
門
℃
o
＝
江
貯
一
ヨ
＜
①
ほ
帥
ω
ω
億
昌
σ
q
ω
お
〇
三
・
国
・
ぎ
げ
巴
什
ロ
昌
O
＞
5
≦
①
ロ
傷
ロ
ロ
α
q
“
①
ω
b
ロ
Φ
σ
q
二
驚
ω
”

　
切
鋤
楓
Φ
ユ
ω
o
げ
Φ
＜
葭
≦
巴
齢
二
昌
σ
q
の
び
冨
け
8
さ
Z
閃
匂
o
q
・
P
ω
●
N
①
一
・
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；き．t、

言鮒 説

Ω
五
）
♂
＜
Φ
憎
⇔
Φ
画
名
O
げ
①
斜
ω
℃
四
一
P
日
露
謬
0
9
Φ
⇔
二
類
ロ
謙
同
似
h
叶
Φ
一
ヨ
乏
①
加
け
島
①
口
口
ω
O
ゴ
⑦
P
〈
①
円
h
9
ω
ω
犀
謬
α
q
ω
ψ
団
ω
酋
Φ
ヨ
層
の
・
　
〉
鄭
詮
ご
　
一
⑩
．
㎝
c
Q
駅
　
ω
．
ω
O
h
騰
・

（
六
）
　
「
現
代
の
立
法
者
は
、
慨
然
と
し
て
抽
象
的
原
則
の
意
味
に
お
け
る
…
般
的
法
律
を
発
す
る
こ
と
に
厳
格
に
と
ど
ま
っ
て
．
い
る
こ
と
は
、
も
は
や

　
　
で
き
な
い
。
彼
は
、
絶
え
ず
祉
会
約
お
よ
び
政
治
的
関
係
の
誤
っ
た
経
過
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
」

　
　
ぎ
諺
導
・
ま
穿
巽
ζ
霧
三
二
ぼ
ヨ
？
o
①
ω
①
g
や
。
①
g
。
寡
⇔
奮
魯
長
二
臼
≦
亀
山
楓
Φ
剛
ぎ
①
ぎ
お
α
9
Q
り
●
N
卜
。
ω
●
（
喝
◎
h
ω
g
・
鼻
寄
。
簿
。
・
－

　
　
ω
3
薄
一
隠
妻
鋤
昌
α
①
一
”
＜
①
【
富
ω
ω
毎
夷
g
。
「
①
o
ゴ
ご
ぢ
び
。
＞
σ
自
由
“
ぎ
口
ぬ
①
⇒
お
切
Q
上
霧
野
お
理
り
q
り
・
o
。
P
）
　
な
お
処
分
的
法
律
の
問
題
に
つ
、
い
て

　
　
は
、
拙
稿
「
西
ド
イ
ツ
公
法
学
管
見
」
前
出
五
・
七
i
八
頁
を
見
よ
。

（
七
）
男
。
議
暮
o
h
酒
U
一
Φ
＜
霞
≦
自
・
一
ε
隅
お
巴
q
。
い
①
一
ω
ε
p
α
q
ω
貯
似
伽
Q
⑦
『
”
お
ω
c
。
　
ヵ
①
3
富
博
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σ
q
窪
9
『
蚕
ω
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α
①
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＜
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≦
鎮
ε
隷
隔
り
お
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①
げ
7

　
　
げ
口
O
『
　
鳥
①
も
摩
　
〈
①
門
芝
鐵
一
轡
ロ
コ
α
q
の
憎
①
6
ゴ
骨
Q
励
矯
因
ド
　
〉
口
脇
一
；
ω
．
ω
N
O
楠
｛
．

（
八
）
前
述
の
園
家
歳
出
の
逐
年
増
大
現
象
（
第
州
・
一
表
お
よ
び
第
一
。
二
表
）
も
、
そ
こ
で
圧
倒
的
比
重
を
占
め
る
．
の
が
行
政
で
あ
る
こ
と
に
着
口

　
　
す
れ
ば
、
同
時
に
行
政
国
家
化
を
量
的
側
面
か
ら
示
す
一
指
標
で
あ
る
。
参
照
、
　
閑
α
＃
α
q
o
二
d
Φ
【
国
コ
ニ
蕊
ω
α
霧
b
d
旨
畠
Φ
ψ
”
ξ
象
①

　
　
“
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O
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①
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賃
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α
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σ
q
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一
Q
陰
9
ρ
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P
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瞬
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コ
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①
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①
コ
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融
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Φ
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≦
9
犀
日
柄
α
q
望
一
9
Ω
び
「
σ
蔭
0
7
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①
ω
O
欺
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嵩
二
貯
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Φ
昌
男
①
6
プ
酔
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α
①
門
O
①
伽
q
①
謬
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鋤
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計
ツ
「
閃
　
】
W
鳥
．
．
一
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一
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①
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D
燭
↓
Φ
c
o
●
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第
二
節
　
行
政
国
家
化
の
現
象
形
．
態

脚

行
政
機
構
の
拡
大

　
　
近
年
に
お
け
る
行
政
機
構
の
拡
大
分
化
の
傾
向
は
著
し
い
。
こ
れ
を
ま
ず
連
邦
の
省
に
つ
い
て
み
れ
ば
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
一
八
六
七
年
の
北
ド
イ
ツ
連
邦
成
立
当
初
僅
か
に
二
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
．
の
後
ド
イ
ソ
帝
国
の
発
展
と
と
も
に
漸
増
し
、
一
八

七
九
年
八
つ
と
な
っ
て
安
定
し
た
。
二
十
世
紀
に
入
っ
て
植
民
省
を
加
え
、
ま
た
第
一
次
大
戦
中
、
戦
時
の
特
殊
事
情
を
反
映
し
た
若
干

の
新
だ
な
省
の
燈
影
を
み
て
ば
い
る
が
　
　
・
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
困
に
お
い
て
は
、
恒
常
的
な
省
の
総
数
ほ
ぼ
一
一
で
あ
る
。
　
（
ナ
チ
ス



　
時
代
に
な
っ
て
そ
の
数
は
急
増
す
る
が
・
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
問
題
外
と
す
る
。
）
　
と
こ
ろ
が
・
第
二
次
大
戦
後
催
・
国
土
●
人

　
口
の
狭
小
．
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
省
の
増
加
は
め
ざ
ま
し
く
、
今
や
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
倍
の
数
字
を
示
す
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
4

　
　
　
帝
政
時
代
に
お
け
る
省
の
設
置
状
況

　
　
一
八
六
七
年

　
　
　
一
　
ラ
イ
ヒ
宰
相
府
（
幻
Φ
一
〇
ゴ
ω
騨
9
b
「
N
一
①
『
僧
5
P
酔
）
i
一
八
七
九
年
以
降
ラ
イ
ヒ
内
務
省
（
男
望
9
二
日
特
製
ψ
ぎ
馬
主
）

　
　
、
2
　
外
務
省
（
〉
偉
ω
類
弩
二
σ
q
①
ω
》
ヨ
紳
）

　
　
一
八
七
二
年

　
　
　
3
．
帝
国
海
軍
府
（
一
（
9
一
の
①
【
一
思
O
財
Φ
　
＞
Q
b
P
一
同
9
一
一
什
煤
け
）
　
　
一
八
八
九
年
以
降
ラ
イ
ヒ
海
軍
省
（
幻
Φ
一
。
ゴ
ω
ヨ
四
円
一
昌
①
9
巨
）

　
　
一
八
七
三
年

　
　
　
4
ラ
イ
ヒ
鉄
道
省
（
菊
Φ
一
〇
ゴ
ω
Φ
一
ω
①
］
P
げ
p
σ
ゴ
b
［
9
旨
P
け
）

　
　鶉

一
八
七
五
年

（
　
5
ラ
イ
ヒ
郵
政
省
（
寄
穿
・
℃
8
δ
巨
）

　↑
一
八
七
六
年

論
6
’
ブ
イ
ヒ
司
法
省
（
淘
①
一
6
7
。
い
＝
ω
二
N
鋤
§
け
）

姻
天
七
九
年

浦
7
ラ
イ
ヒ
国
鉄
管
理
省
（
因
・
葺
黛
h
⇔
盈
・
＜
§
・
・
ξ
α
・
量
窒
・
量
・
・
§
ぎ
琶

糧
　
8
ラ
イ
ヒ
国
庫
省
（
”
①
一
〇
げ
ω
ω
〇
一
P
⇔
↓
N
拶
5
P
榊
）
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論焉説

一
九
〇
七
年

　　　一

12九　11
　　　一

一
九　10九 9

ラ
イ
ヒ
植
民
省

六
年

ラ
イ
ヒ
食
糧
省

七
年

ラ
イ
ヒ
経
済
省

八
年

ラ
イ
ヒ
労
働
省

（
開
①
帥
O
ゴ
ω
吋
O
一
〇
昌
一
⇔
一
①
ヨ
件
）

（
幻
Φ
陣
O
ず
ω
Φ
門
旨
似
げ
『
口
鵠
σ
Q
ω
”
ヨ
け
）

（
幻
①
一
〇
げ
ω
≦
一
h
け
ω
O
プ
①
h
叶
ω
帥
ヨ
什
）

（
潟
O
一
〇
げ
ω
9
◎
『
ぴ
O
一
齢
ω
9
◎
b
ρ
け
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
お
け
る
省
の
設
置
状
況

　　　　　　　ね

九
年

ラ
イ
ヒ
宰
相
府
（
園
Φ
一
〇
げ
ω
犀
鋤
昌
N
一
①
H
9
ρ
ヨ
け
）

外
務
省
（
》
賃
ω
箋
警
江
ゆ
q
①
ω
》
ヨ
酔
）

ラ
イ
ヒ
内
務
省

ラ
イ
ヒ
大
蔵
省

ラ
イ
ヒ
司
法
省

ラ
イ
ヒ
郵
政
省

ラ
イ
ヒ
防
衛
省

（
閑
Φ
一
〇
ず
ω
ヨ
一
口
｛
ω
脅
①
【
一
ニ
ヨ
住
①
ω
H
嵩
コ
①
【
昌
）

（
菊
①
一
〇
ケ
ω
h
一
口
9
P
N
ヨ
一
昌
一
Q
り
け
①
H
一
鐸
ヨ
）

（
幻
①
一
〇
ゴ
の
㎞
口
ω
江
N
ヨ
一
づ
陣
ω
円
Φ
【
一
ロ
ヨ
）

（
即
①
一
〇
ゴ
ω
勺
O
ω
辞
9
一
昌
一
ω
け
Φ
ユ
自
B
）

（
幻
①
帥
O
げ
ω
≦
①
げ
h
目
P
ご
P
一
〇
〇
什
①
【
一
¢
ヨ
）
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］一 8
　
ラ
イ
ヒ
経
済
省
（
即
Φ
一
δ
げ
q
o
♂
く
一
【
け
ω
O
ケ
9
h
酔
ω
ヨ
一
口
帥
ω
け
①
h
一
償
B
）

9
　
ラ
イ
ヒ
交
通
省
（
国
①
一
〇
7
の
く
①
N
閃
①
げ
「
ω
ヨ
一
昌
一
ω
曾
Φ
門
一
犀
ヨ
）

九
二
〇
年

10
@
ラ
イ
ヒ
労
働
省
（
菊
O
一
〇
ゴ
ω
騨
h
げ
Φ
一
け
の
ヨ
一
P
一
ω
什
①
目
一
ロ
ヨ
）

1ー

宴
C
ヒ
食
糧
農
業
省
（
即
虫
9
ω
ヨ
ぎ
互
。
ユ
ロ
自
活
民
国
ヨ
讐
≡
ロ
α
q
蝦
a
蜜
巳
惹
誹
。
・
9
餌
⇒
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
三
）

　
　
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
省
の
設
置
状
況

九
四
九
年

連
邦
宰
相
府

連
邦
内
務
省

連
邦
司
法
省

連
邦
大
蔵
省

連
邦
経
済
省

　　

@
連
邦
農
業
食
糧
省

　
省
（
切
ロ
民
。
の
巳
ヨ
。
，
8
コ
ロ
ヨ

7
　
連
邦
労
働
省

　
h
費
＞
8
①
搾
質
昌
阜

8
　
連
邦
交
通
省

（
切
障
P
自
①
o
o
ズ
鋤
昌
N
一
①
門
四
ヨ
辞
）

（
じ
d
ロ
ロ
像
O
ω
ヨ
ー
ロ
一
ω
け
①
『
一
ロ
ヨ
畠
①
ω
　
一
昌
昌
①
【
口
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（
b
d
§
ユ
①
ω
巨
巳
ω
酔
Φ
ユ
信
ヨ
山
Φ
門
言
ω
晋
）

（
切
鐸
口
“
①
ω
ヨ
一
昌
一
ω
酔
Φ
門
一
鐸
ヨ
　
傷
O
『
聞
凶
口
9
9
昌
N
①
口
）

（
M
W
鶴
昌
畠
O
o
励
ヨ
ー
ロ
一
の
榊
O
H
一
ロ
ヨ
　
h
帥
『
　
ぐ
く
一
円
件
ω
O
げ
四
h
紳
）

　　

@
（
じ
口
口
耳
目
⑦
ω
ヨ
ぎ
δ
8
ユ
離
3
h
宥
ピ
舞
島
≦
一
二
ω
o
冨
津
β
昌
q
国
ヨ
轡
≡
口
σ
q
）
　
　
　
一
九
五
三
年
以
降
連
邦
食
糧
農
林

．
　
．
　
断
貸
国
旨
讐
2
梶
”
ピ
き
畠
三
【
け
。
・
。
冨
砕
§
傷
閃
。
誘
酔
窪
）

（
M
W
蔭
昌
山
Φ
の
円
ロ
一
昌
凶
ω
け
①
「
一
離
9
　
h
口
門
　
〉
【
び
Φ
一
け
）
　
　
一
九
五
七
年
以
降
連
邦
労
働
社
会
秩
序
省
（
切
彗
傷
＄
巳
巳
ω
虚
字
ロ
ヨ

ω
。
N
巨
。
a
p
雪
o
q
）

（一

v
信
昌
畠
O
ω
ロ
リ
一
昌
一
q
D
酔
O
「
一
自
3
　
h
帥
門
　
く
O
「
屏
O
ゴ
【
）
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論説

一一
9
　
連
邦
郵
政
省
（
b
d
¢
P
山
Φ
①
ヨ
一
⇒
一
〇
長
け
①
【
一
億
ヨ
　
h
門
門
　
傷
⇔
ω
　
］
℃
O
ω
瞥
－
鋸
”
鳥
　
男
O
「
P
B
①
一
二
Φ
芝
Φ
ω
①
口
）

10
@
連
邦
住
宅
建
設
省
（
q
二
四
a
①
ω
ヨ
ぎ
凶
。
・
8
ユ
ロ
B
診
【
≦
o
訂
ロ
コ
o
q
の
げ
碧
）
　
　
　
一
九
六
一
年
以
降
連
邦
住
宅
・
都
市
計
画
・
土
地
利
用

　
　
省
（
b
d
§
傷
Φ
。
。
慧
三
ω
冨
吋
貯
ヨ
ま
H
ミ
。
ぎ
器
ぴ
q
ω
≦
①
。
・
Φ
戸
ω
神
叩
冨
げ
9
目
ロ
a
幻
碧
ヨ
。
a
三
二
σ
q
）

11
@
連
邦
追
放
者
関
係
省
（
し
d
§
飢
。
ω
自
巳
。
。
酔
巽
貯
ヨ
h
費
〉
鵡
9
Φ
σ
Q
Φ
募
①
禅
Φ
口
傷
巽
く
興
け
瓜
Φ
び
2
窪
）
…
一
一
九
．
五
三
年
以
降
連
邦
追

　　

Q
魚
省
（
q
9
出
口
傷
Φ
ω
ヨ
ー
ロ
一
〇
〇
酔
①
同
帥
⊆
ヨ
　
｛
⇔
村
　
！
N
①
同
工
h
一
①
げ
①
昌
①
）
　
　
　
一
九
五
七
年
以
降
連
邦
追
放
者
。
難
民
・
戦
争
被
害
者
省
（
u
d
直
民
Φ
。
，
－

　
　
三
三
ω
帯
ユ
ロ
ヨ
h
母
＜
①
門
三
。
ぴ
露
p
国
蓉
導
ぎ
α
q
。
§
“
国
H
富
α
q
の
σ
q
①
の
。
冨
象
o
q
言
）

12

A
邦
全
ド
イ
ツ
問
題
省
（
じ
u
§
号
ω
艮
コ
巨
Φ
ユ
⊆
日
露
。
q
。
の
・
。
ヨ
匹
①
三
ω
。
野
司
鎚
α
q
窪
）

13
@
連
邦
参
議
院
関
係
省
（
切
言
α
①
の
慧
三
ω
酔
①
ユ
ロ
§
h
o
目
》
昌
α
q
Φ
一
Φ
σ
q
①
口
皆
無
昌
傷
①
ω
ゆ
口
髭
Φ
の
韓
①
の
）
一
…
一
九
五
七
年
以
降
連
邦
参
議

　
院
・
豆
州
関
係
省
（
切
ロ
民
①
ω
§
ぎ
一
ω
8
ユ
離
ヨ
漆
門
〉
昌
α
q
Φ
冨
σ
q
魯
冨
算
①
ロ
α
Φ
ω
切
蹟
自
傷
①
ω
露
量
ω
口
写
“
臼
u
ぎ
傷
象
）

14
@
連
邦
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
省
　
（
】
四
躍
コ
住
O
ω
3
一
づ
一
ω
酔
①
h
一
¢
昌
り
　
｛
幽
門
　
ン
繭
9
畠
H
ω
ゴ
9
＝
一
℃
一
9
つ
）
　
ー
ー
一
九
一
石
…
三
年
以
降
連
邦
経
済
協
力
省

　　

i
切
5
コ
畠
O
ω
ヨ
帥
嵩
一
g
o
酔
①
「
一
顧
ヨ
　
h
O
『
　
≦
一
【
紳
の
0
7
9
Ω
胤
け
一
一
6
ず
O
　
N
⊆
の
勢
日
日
①
口
①
憎
げ
①
一
↓
）
　
　
一
九
五
七
年
廃
止
　
　
一
九
六
一
年
樽
設
置

九
五
三
年

15
@
外
務
省
（
〉
¢
ω
ミ
似
註
σ
q
。
。
・
〉
ヨ
齢
）

16
@
連
邦
家
庭
問
題
省
（
b
d
鑑
民
①
。
・
慧
三
の
8
門
貯
ヨ
凄
門
守
ヨ
＝
一
①
a
『
譜
窪
）
　
　
一
九
五
七
年
以
降
直
雇
家
庭
青
少
年
問
題
省
　
（
切
ロ
〒

　
　
像
①
ω
皇
三
器
「
貯
ヨ
h
自
守
ヨ
一
濠
〒
自
巳
甘
。
q
。
註
富
α
q
魯
）

九
五
五
年

17
@
連
邦
防
衛
省
（
切
縄
巳
。
ω
ヨ
ぎ
坤
ω
3
ユ
億
ヨ
像
①
門
く
①
二
巴
a
ひ
q
ロ
農
）

18
@
連
邦
原
子
力
問
題
省
（
u
ロ
§
傷
①
の
巨
三
ω
冨
ユ
諏
§
h
鷲
〉
ε
ヨ
♂
窃
q
①
昌
）
　
　
　
一
九
五
七
年
以
降
連
邦
原
子
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
。
水
利
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（
¢
ロ
色
弱
。
ω
巨
三
ω
冨
ユ
環
日
h
宥
》
8
旨
冨
；
魯
。
蹟
貯
蔭
民
窯
器
ω
o
ヨ
三
ω
。
9
膝
）
i
一
九
六
二
年
以
降
連
邦
科
学
研
究
省
（
切
⊆
亭

　
　
α
o
の
ヨ
ぎ
す
8
ユ
¢
ヨ
h
鷲
毛
冨
。
。
①
霧
。
げ
9
。
津
＝
o
ず
①
男
。
「
ω
o
げ
‘
5
0
q
）

一
九
五
七
年

　
1
9
　
連
邦
経
済
財
産
省
（
M
騨
鐸
昌
創
」
①
ロ
喰
【
5
層
目
一
の
樽
Φ
「
坤
．
q
【
口
　
h
口
「
　
ミ
凶
「
叶
の
O
ず
9
h
酔
＝
O
げ
O
昌
　
一
W
①
ω
町
田
洩
　
α
⑦
ω
　
口
づ
旨
旨
儀
0
0
◎
）
一
一
九
六
一
年
以
降
連
邦
国
庫

　
　
省
（
切
躍
一
P
傷
①
ω
ω
O
げ
⇔
け
N
5
P
一
昌
陣
o
a
辞
①
目
一
＝
【
σ
）

一
九
六
一
年

　
2
0
　
連
邦
保
健
省
（
】
W
口
自
亀
①
ω
ヨ
凶
昌
帥
ω
酔
①
円
一
口
§
h
口
H
O
Φ
ω
自
記
無
げ
①
津
ω
零
Φ
q
o
Φ
昌
）

　
2
1
　
連
邦
特
別
任
務
省
（
ゆ
ロ
p
傷
霧
ヨ
ぎ
食
言
請
賃
三
囲
母
び
。
ω
o
ロ
ゆ
0
3
＞
鼠
σ
q
鎖
び
。
ロ
）

　
　
　
　
　
へ
　
　

．
新
設
の
霊
的
の
中
に
は
、
西
ド
イ
ソ
の
置
か
れ
た
特
殊
な
国
際
的
温
位
や
政
党
政
治
上
の
猟
宮
的
配
慮
に
由
来
す
る
も
の
　
（
前
者
と
し

て
追
放
者
・
難
民
．
戦
争
被
害
者
省
、
全
ド
イ
ツ
問
題
省
、
後
者
と
し
て
参
議
院
・
諸
州
関
係
省
、
国
庫
省
、
特
別
任
務
省
な
ど
）
も
あ
る
が
、
し
か
し

多
く
は
、
西
ド
イ
ツ
的
職
能
国
家
体
制
の
進
展
に
伴
う
行
政
任
務
の
増
大
・
専
門
化
を
反
映
し
て
、
　
“
無
数
の
他
の
可
能
な
諸
省
の
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
”
た
る
内
務
省
か
ら
分
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
行
政
組
織
の
多
岐
化
は
、
連
邦
上
級
宮
遷
（
困
W
口
旨
α
①
ω
O
げ
①
【
σ
Φ
げ
α
【
畠
Φ
）
一
わ
が
国
の
国
家
行
政
組
織
に
お
け
る
外
局
と
し
て
の

庁
に
ほ
ぼ
相
当
1
の
次
元
で
も
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
左
に
そ
の
主
な
も
の
を
示
す
遁
り
、
任
意
的
連
邦
行
政
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

野
に
お
い
て
逐
年
続
4
と
上
級
官
庁
が
新
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

一
九
五
〇
年

　
　
連
邦
上
級
海
事
庁
（
U
d
口
b
［
◎
O
ω
（
二
）
①
【
o
o
①
0
9
9
5
P
け
）
i
交
通
省
所
属

一
九
五
一
年
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菰百冊 説

　
　
　
連
邦
保
険
建
築
貯
金
監
督
庁
（
b
d
巷
α
Φ
ω
窪
凌
。
匿
ω
9
。
ヨ
一
昔
日
畠
易
く
。
【
忽
9
Φ
【
暮
σ
q
？
雪
傷
切
欝
ω
日
舞
＄
Φ
口
）

　
　
　
連
邦
動
力
車
庁
（
一
く
『
陰
Ω
h
酔
h
①
ゴ
H
什
一
b
d
q
づ
畠
Φ
ω
9
3
齢
）
　
　
交
通
省
所
属

　
　
　
食
品
農
産
物
貿
易
庁
　
（
〉
コ
ω
ω
①
ロ
冨
民
色
ω
ω
邑
耐
熱
舞
申
N
窪
σ
q
三
ω
ω
①
α
興
国
『
鼠
ン
罎
鵠
σ
q
言
α
訂
a
≦
葺
ω
。
冨
h
け
）

　
　
　
所
属

一
九
五
二
年

　
　
　
連
邦
保
健
庁
（
b
d
雪
侮
①
ω
α
q
①
ω
§
爵
①
一
富
鋤
ヨ
け
）
ー
ー
保
健
省
所
属

　
　
　
連
邦
負
担
調
整
庁
（
切
口
註
Φ
の
碧
超
蚕
魯
ω
9
巨
）
　
　
－
追
放
者
・
難
民
・
戦
争
被
害
者
省
所
属

　
　
　
連
邦
長
距
離
貨
物
輸
送
庁
（
b
d
億
昌
ら
O
ω
9
切
ω
け
”
一
け
　
断
口
【
　
畠
O
昌
　
（
Ψ
二
件
①
「
h
①
「
旨
く
①
【
胃
①
げ
「
）
　
　
交
通
省
所
属

　
　
　
ド
イ
ツ
気
象
庁
（
H
》
①
賃
件
o
o
O
ぴ
⑦
昌
　
ぐ
く
①
一
け
Φ
目
Q
一
①
づ
ω
酔
）
　
　
交
通
省
所
属

一
九
五
三
年

　
　
　
連
邦
航
空
保
安
庁
（
じ
d
ロ
巳
Φ
の
き
ω
富
＝
臨
盲
困
乏
σ
q
ω
陣
。
冨
H
億
昌
σ
。
）
　
　
交
通
省
所
属

　
　
　
連
邦
品
種
保
護
庁
（
切
賃
コ
餌
①
o
り
ω
O
噌
酋
①
博
9
ヨ
辟
）
　
　
食
糧
農
林
省
所
属

　
　
　
連
邦
統
計
庁
（
Q
D
け
鋤
博
一
ω
酔
一
〇
D
O
げ
Φ
ω
　
し
d
＝
昌
侮
Φ
ω
鋤
ヨ
け
）
　
　
内
務
省
所
属

一
九
五
四
年

　
　
　
連
邦
産
業
経
済
庁
（
切
琶
号
ω
9
、
巨
ま
『
σ
Q
磐
Φ
【
三
一
。
冨
≦
答
ω
。
冨
津
）
　
　
経
済
省
所
属

　
　
　
連
邦
航
空
庁
（
】
U
犀
h
酔
h
”
げ
目
齢
1
し
d
偉
口
ら
Φ
g
ゆ
⇔
ヨ
梓
）
　
　
交
通
省
所
属

　
　
　
国
内
賠
償
管
理
庁
（
＜
①
【
聖
誕
言
口
σ
q
＄
ヨ
け
｛
管
ぎ
器
【
o
幻
Φ
ω
蔓
ロ
鉱
§
①
ロ
）
　
　
大
蔵
省
所
属

　
　
　
連
邦
対
外
賠
償
庁
（
b
d
9
コ
鳥
①
ω
9
Ω
ロ
リ
什
　
h
艀
【
　
似
億
ω
の
①
H
O
　
国
①
の
酔
一
け
酒
酔
一
〇
鵠
Φ
P
）
　
　
大
蔵
省
所
属

経
済
省
所
属

食
糧
農
林
省
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ギ
九
五
六
年

　
　
連
邦
保
険
庁
（
b
σ
暮
幽
Φ
ω
〈
。
邑
島
碧
巷
α
Q
。
。
差
響
）
　
・
　
労
働
社
会
秩
序
省
所
属

一
九
五
七
年

　
　
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
（
し
6
§
鮎
Φ
の
冨
隣
。
＝
鋤
巨
）
　
　
経
済
省
所
属

一
九
五
八
年

　
　
連
邦
民
間
防
衛
庁
（
切
ロ
巳
。
ω
①
9
け
h
貸
N
ぞ
＝
①
口
b
d
①
〈
o
鼻
。
讐
口
σ
q
。
。
ψ
9
暮
N
）

一
九
五
九
年

　
　
連
邦
行
政
庁
（
ゆ
ロ
ロ
ら
Φ
ω
〈
o
【
≦
巴
葺
口
α
q
。
・
⇔
目
け
）
　
　
内
務
省
所
属

一
九
六
一
年

　
　
連
邦
信
用
制
度
監
督
庁
（
切
鍾
昌
匹
①
o
o
”
目
断
ω
一
〇
ゲ
什
ω
潜
§
骨
　
h
二
「
　
α
拶
o
o
　
国
君
O
月
一
什
婁
Φ
ω
①
コ
）

内
務
省
所
属

経
済
省
所
属

（手島）ドイツ行政国家論（一）

（
一
）
国
．
図
・
口
呂
①
汽
し
）
①
暮
。
・
。
ゴ
①
＜
。
膏
・
・
轟
σ
q
・
α
q
。
・
。
三
g
齢
①
・
鉱
二
N
。
。
9
窪
・
目
二
り
①
ω
・
ω
・
・
。
ω
㎝
h
h
・
に
よ
る
。

（
二
）
団
。
房
葺
。
豊
い
Φ
訂
び
5
9
畠
。
。
・
＜
①
【
ミ
9
聲
口
α
Q
ω
お
。
巨
ω
・
b
d
創
・
H
・
メ
》
亀
一
・
・
ω
・
合
ω
に
よ
る
。
な
お
、
一
時
的
性
格
の
諸
省
濾
除
外
。

（
三
）
筆
者
の
照
会
に
対
す
る
一
九
六
三
年
一
〇
月
一
七
日
付
け
連
邦
宰
相
府
回
答
文
書
お
よ
び
〉
・
閉
。
①
三
江
当
国
・
冒
霧
Φ
P
U
δ
切
＝
ロ
侮
①
興
甲

　
℃
鋸
げ
嵩
ぢ
↓
虫
冨
ロ
ω
o
q
9
げ
O
ゆ
＝
昌
畠
》
お
①
N
＼
①
ω
に
よ
る
。

（
四
）
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
さ
ら
に
調
達
省
（
b
ロ
Φ
ω
。
冨
h
費
口
o
q
。
。
ヨ
帥
三
の
8
N
冒
ヨ
）
や
戦
災
処
理
省
（
囚
ユ
Φ
o
q
ω
h
o
一
〇
q
Φ
－
蜜
一
三
ω
器
『
貯
ヨ
）
な
ど
の
新
設
が

　
官
民
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
U
一
〇
を
Φ
一
叶
く
．
N
血
目
お
①
ω
り
ω
●
⑩
　
（
こ
切
。
旨
旨
げ
建
賃
。
暮
①
ぎ
切
Φ
ω
o
ゴ
9
ρ
諏
賃
昌
o
q
ω
ヨ
陣
艮
㌣

　
け
。
円
葺
ヨ
、
．
）
、
後
者
に
つ
い
て
は
U
δ
芝
9
け
く
・
一
P
9
お
①
ω
脚
ω
・
N
（
・
・
課
ユ
Φ
σ
q
珠
。
一
σ
q
①
1
罎
一
三
ω
9
ユ
ロ
ヨ
吋
、
．
）
。
　
も
っ
と
も
、
納
税
者
連
盟

　
　
（
切
半
島
ら
侮
段
ω
8
ロ
臼
鎚
亘
巽
）
な
ど
は
、
参
議
院
省
、
家
庭
省
、
追
放
者
省
、
全
ド
イ
ツ
問
題
省
、
経
済
協
力
省
お
よ
び
保
健
省
は
廃
止
ま
た

　
は
統
合
し
て
整
理
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
－
b
d
ロ
巳
傷
2
ω
器
器
嵩
9
三
象
”
等
Φ
ψ
ω
①
貯
h
。
H
8
讐
一
。
昌
Z
h
・
ω
ω
f
お
①
N
．
ω
．
避
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行
政
の
人
的
要
素
の
著
増
振
り
は
、
第
二
表
お
よ
び
左
の
諸
表
が
旦
ハ
体
的
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
　
（
但
し
、
こ
れ
ら
の
数
値
に
は
議
会

お
よ
び
裁
判
所
関
係
者
も
悩
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
と
し
て
よ
か
ろ
う
．
．
）
な
お
、
ラ
イ
ヒ
に
お
け
る
官
吏
定
員
が

一
九
二
四
年
越
激
減
し
、
以
後
一
九
三
三
年
に
至
る
ま
で
む
し
ろ
漸
減
し
て
い
る
（
第
三
表
）
の
は
、
一
九
二
三
年
一
〇
月
三
一
〔
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

員
整
理
令
に
よ
る
強
力
な
減
員
政
策
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
次
大
戦
前
に
お
け
る
州
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
場

合
、
左
耳
当
四
表
で
は
、
一
九
三
五
年
以
降
次
第
に
減
少
の
数
字
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
一
九
∴
四
年
州
統
計
庁
、
一
九
三
五
年
司
．

法
省
、
一
九
三
六
年
州
警
察
、
そ
し
て
一
九
三
七
年
掛
は
執
行
警
察
が
次
々
に
ラ
イ
ヒ
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
に
因
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
ら
…
関
係
職
員
を
除
い
て
観
察
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
や
は
り
逐
年
増
加
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
人
口
一
万
に
つ
き
、
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
こ

九
＝
二
年
一
三
。
八
五
人
、
…
九
二
六
年
｛
七
・
二
四
人
、
一
九
三
三
年
一
八
。
八
二
人
、
一
九
三
九
年
二
四
。
五
人
）
。
第
、
一
次
大
戦
後
（
第
五
。
…

表
、
第
五
・
二
衰
、
第
五
・
三
表
、
第
六
表
、
第
七
・
一
表
、
第
七
・
こ
表
）
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
説
明
を
要
し
ま
い
．
、
ケ
ル
ン
の
ド
イ
ツ
産
．

業
研
究
所
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
二
年
…
○
月
に
お
い
て
連
邦
、
州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
公
霧
眞
（
国
鉄
、
郵
便
を
含
む
）
は
総
．

数
二
七
四
万
三
〇
〇
〇
人
に
も
達
し
、
西
ド
イ
ソ
全
有
業
者
の
八
人
に
一
人
は
公
務
員
と
い
う
。
こ
の
”
官
吏
イ
ン
フ
レ
〃
（
じ
ロ
．
聾
景
．
＝
－

　
　
　
（
四
）

ぎ
h
一
碧
一
8
）
　
の
真
因
は
、
し
か
し
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
が
戯
画
的
に
指
摘
す
る
よ
う
な
行
政
組
織
自
休
に
内
在
す
る
膨
脹
傾
向
に
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
り

て
、
す
ぐ
れ
て
現
．
代
国
家
に
お
け
る
行
政
の
社
会
的
重
要
性
の
増
大
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
．
る
。

二
　
行
政
職
員
の
増
加

（
ヲ
．
）
．
囲
≦
鋤
犀
昌
N
”
穿
鋤
．
O
；
Q
o
・
ω
蕊
層

（
六
）
］
≦
①
9
P
N
－
U
O
瓜
σ
q
”
①
・
餌
・
O
こ
〉
答
・

co

w
菊
“
旨
【
’
0
㎝
　
閑
。
¢
ず
冨
『
1
｝
飢
渇
ω
o
P
鋭
鉾
O
●
　
函
α
詳
伽
q
①
口
”

鋤
・
麟
．

O
；
ω
．
D
①
①
蹴
．
に
よ
る
。
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ドイツ行政国家論（一）　（手島）

第4表
プロイセン州政府職員定数の変遷

第　3表

ライヒ官吏定員の変遷

年度
政府職員

総定数

127，895

190，691

196，762

199，661

206，263

207，865

209，652

209，547

209，484

170，293

152，352

98，292

101，532

107，468

人ロ1万人｛

［灘鍵1
30．5

49．4

50．6

51．1

52．4

52．4

52．6

52．5

52．4

42

37．3

23．9

24．5

25．7

年劇卜定員黙恥曝欝
19141i

192・！

1923｝i

1924

1925

1926

1927

1928

1930

1931

1932

1933

　　　に56，5881

82，7311

40，で93　i　　　　　　5．9

　　　　
79，9481

106，960　　　102，100

91，918

94，332

94，083

92，722

92，226

92，813

91，010

90，046

89，250

1937112ga・85

87，100

89，597

89，222

87，816

87，289

87，912

86，101

85，229

84，483

102，770

12．9

16．4

13．9

14．2

14．O

13．7

13．6

13．5

13．2

13．0

12．8

15．1

（備考）Sturm，　a・a・0・，S・58に基く。
（備考）Sturm，　a．a．0・，　S・69に基く。

第　5・1表
連邦政府職員定数の変遷

　　　il
年　度1政府職員総定数
　　　1
194gl

掲：ll

　　　l11952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

11，278

52，773

74，257．

81，298

83，470

97，200

115，787

139，565

174，364

183，693

人ロ1万人当り
の政府職員定数

防衛関係を除く
政府職員定数

人口1万人当り1
の政府職員定数1
（防衛関係を除く）：

2．42

11．17

15．6

16．95

17．22

19．85

23．4

27．86

34．3

35．7

11，278

52，773

74，257

81，298

83，470

96，641

98，361

100．722

103，856

103，775

2．42

11．17

15．6

16．95

17．22

19．75

19．85

20

20．45

20．2

　　　　（備考）Sturm・a・a・0・，　S・100　に基く。
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論説
第5・2表 連邦官吏定員の戸別増加態容

省　名

員
府
三
省
省
省
省
議
省
省
省
省
省
省
省
省
早
早

定
霧
務
法
畿
済
働
通
衛
賭
警
護
難

総
宰
外
出
洋
食
大
経
野
原
防
追
住
国
全
参
家
原

1950年

　52，773

　　7認

｛724
　　1器

2乳

P
：
1

　　謂

　　　ll

　　　鴛

　　　16

　9，958
（1951年）＊

2，632

G955年）

1958年

　12G954年）
129（19巨5年）｝、

183，693

　118
　1，824

21，738

1，262

　488
35，047

1，084

　489
2，823

9，790

　　69

　110
　171
　　94

　　13

　　41

　　61

　増　　加　　率

全体（％）1一続L1

248．1i　　　　　　31．0
68．61　8．6
139．■　17。4

2，902。5i　362．8
　118．3　1　　　　16．9

41・3i　5・2
　38．6　　　　　　4．8
　18．2　　　　2．3

　139．3　　　　　17．4

　173．2　　　　　　21．6

　18．9　　　　2．4

　271．9　　　　　　　90．7

　27．8　　　　　　3．5
16L9｝20．2

　280．0　　　　　　　35．0

141・01　17・6
－18．8　　1　　　－　2．3

　241．7　　1　　　　60．4

　110．4　1　　　36．8

（備考）Sturm，　a・a・0・，　S・100　f・に基き筆者が作成。

　　＊連邦境界防衛庁（Bundesgrenzschutz）の新設により定員が激増。

　　　　　第5・3表　　　連邦政府職員現員数の変遷

連邦行政部 連邦鉄道連邦鞭蘭行政幽

　1950
　1952
　1953
　1954
　1955
　1956
　1957
　1958
　1959
　1960
1960年の指数
（1950＝100）

873，083

929，778

943，254

94L596

956，093

993，269

1，020，029

1，046，34薯

1，049，085

哩，061，406

　　122

59，885

85，481

94，894

103，783

108，532

113，914

128，315

151，354

171，471

192，221

　321

525，429

522，969

510，818

491，740

499，330

509，750

517，087

515，755

493，577

480，569

　　91

259，196

286，545

301，806

310，583

313，902

337，199

343，151

348，507

353，115

359，814

　139

28，573

34，783

35，746

35，490

34，329

32，406

31，476

30，725

30，922

28，802

　1α

（備考）St・・瓦・…0・，　S・104に基く。
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第6表　　ノルトライ：ノ＝ヴェストファーレン少卜1政府職員定数の変遷

年　度

1947

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

政府職員手数1 阨M召金品りの

97，277

99，827

104，388

110，879

115，889

140，605

144，807

147，529

149，926

152，355

170，345

180，126

183，020

81．4

76．7

78．4

81．5

82．7

98．5

99．3

99．2

98．8

98．6

109

113．7

114

（備考）Sturm，　a・a・0・・S・

　105に基く。なお，本表

　の数値は，1952年以前は

　見習い官吏を除き，1953

　年以降はこれを含む。

第7・1表 連邦，州および地方公共団体の公務員数の増加

年度
1950

1955

1960

1961

連 βタ ー、i少 地方公共団体
（人口1，000以上） 総 計

65，193

112，526

196，795

219，835

661，319

877，176

876，505

896，579

551，175

578，273

637，114

645，329

　　1，2去ろ687「

　　1，567，975　　　】

　　1，710，414i
（1950イFに上七し33・86％増）

　　1，76τ，743
（’950年に比し37・8％増）1

（備考）Bund　der　Steuerzahler，　Presseinformation　Nr・33－1962，＄・2　によ

　　る。なお，公務員には公共企業体職員を含むが，鉄道および郵便職員は除外。

第7・2表 政府人件費の増加

年　度　　連 邦1 州 地方公共団体 総 十慧口

1950

1955

1960

　百万マルク

　299．3

　885

2，395

　百万マルク

3571．2

7，136

8，501

　百万マルク　　　　　　　　百万マルク

2，130．8　　　　　　　　　6，001．3

3，596　　　　　　　　　　　11，6で7

3，870　　　　　　　　　　　14，766

　　　　　　（1950年に比し146％増）

（備考）Bund　der　Steuerzahler，　a・a・0・，　S．3による9
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